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Ⅱ女川性のエンパワーメント、特に農村女`性を

中心として

Ⅲ男女の完全かつ平等なパートナーシップ

－意思決定、生殖に関する健康、

家族の分野で－

Ⅳ変化の主体および受益者として女性を中心

においた人口と開発

ＶＩＭＰＧＰＤから国連第４回世界女性会議へ

の提言

Ⅵ東京宣言の採択

６閉会式……《26》

閉会挨拶・インガー・ブリュッゲマン国際家

族計画連盟（ＩＰＰＦ）事務局長

７国際女性・人ロ・開発議員会議東京宣言

……《29》

８「国際会議は、国会議員に発言の場を与えよ」

……《34》

清水嘉与子・国際女性・人口．開発議員会議

議長

９資科

東京宣言（英文)……《36》

参加者名簿（〃）……《42》

会議の背景と概要

１
２
３

《３

国際女性・人ロ・開発議員会議日程 （４）

開会式 《５》

l）中山太郎・国際人口問題議員懇談会会長主

催者挨拶

2）桜井新・人口と開発に関するアジア議員

フォーラム議長歓迎挨拶

3）河野洋平・日本国外務大臣挨拶

（代読：朝海和夫、総合政策局・国際社会

協力部長）

4）清水嘉与子・国際女性・人口・開発議員会

議運営委員会議長挨拶

基調講演……《13》

－カイロ会議の合意実現に勝利しよう－

ナフィス・サディック国連人口基金（ＵＮＦ

ＰＡ）事務局長

会議の要旨……《17》

Ｉ地域会議の報告

ｉ）アジア・太平洋地域における活動

ｉｉ）アフリカ地域における活動

iii）ラテンアメリカとカリブ海地域における

活動
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の美しい民族衣装をまとった女性議員が会場を埋

めて行われた。

司会の南野知惠子・参議院議員によって会議議

長に清水嘉与子・参議院議員、副議長にカフイ・

ペグバ・ジョッツィ議員（トーゴ)、ウルミラ．

Ｃ・パテル議員（インド)、ヘディー・フライ議

員（カナダ)、アンマリー・リジン議員（ベル

ギー)、総括報告責任者にエドナ・マゾングウェ

議員（ジンバブエ）が選出され、議事に入った。

主催者を代表して中山太郎・日本国国際人口問

題議員懇談会会長、桜井新・人口と開発に関する

アジア議員フォーラム議長がそれぞれ歓迎挨拶

（別項に内容)、河野洋平・外相挨拶を朝海和夫総

合外交政策局・国際社会協力部長が代読、清水嘉

与子・国際女`性・人口・開発議員会議議長が開会

挨拶を行い（別項に内容)、ナフィス・サディック

国連人口基金事務局長が「カイロから北京へ」と

題した力強い基調講演を行い、感銘を与えた。

会議は、５つのセッションに分けて行われ、３１

日はセッションＩで「各地域女性・人口・開発議

員会議報告｣、セッションⅡで「農村の女性を特

に重視した女性のエンパワーメント｣、セッショ

ンⅢで「女性と男性の間の完全かつ平等なパート

ナーシップ」で、活発な討議がされた。

９月１日は、セッションⅣで「変化の主体および受

益者として女性を中心においた人口と開発のプロセ

ス｣、セッションＶでは「ＩＭＰＧＰＤから第四同国津女

性会議への提案」と題して行われ、夕刻にセッション

Ⅵ「女性と人口・開発に関する東京宣言」を討議した。

東京宣言の各パラグラフのうちパラグラフ16に

対してバングラデシュ、２２に対してギニア、イラ

ン、イスラム共和国、パキスタン、シリア・アラ

ブ共和国、２５に対してはバングラデシュから、そ

れぞれ留保の意思表示があった。

東京宣言はこのような経過をたどって採択さ

れ、閉会した。

「国際女性・人口・開発議員会議」は、８月31日

と９月１日の両日、東京・ホテル・ニューオータニ

で57カ国、９１人の国会議員と国連人口基金(ＵＮＦＰ

Ａ)、国際家族計画連盟（IPPF)、各国大使館、学

識経験者など約200人が参加して盛大に開かれた。

主催は、日本の国際人口問題議員懇談会（JＰ

ＦＰ・会長、中山太郎衆議院議員・元外相）と、

人口と開発に関するアジア議員フォーラム（ＡＦ

ＰＰＤ・議長、桜井新衆議院議員・元環境相)。人

口・開発国会議員世界委員会（ＧＣＰＰＤ)、アメ

リカ地域人口・開発国会議員グループ（ＩＡＰ

Ｇ)、アフリカ・中東地域人口・開発国会議員会

議運営委員会（ＡＭＥＣPPD）の三機関が共管、

国際医師国会議員機構（IMPＯ）が協力、国際人

口基金（ＵＮＰＰＡ)、国際家族計画連盟（ＩＰＰ

Ｆ)、財団法人アジア人口・開発協会（ＡＰＤＡ）

が後援機関としてこの会議を支えた。

会議の目的は、９月４日から15日まで中国・北

京で開催された「第４回世界女性会議」（ＦＷＣ

Ｗ）に向けて“女性は人口問題の主体であり、女

性問題の解決なくして人口問題の解決はあり得な

い”という基本的な考えに基づき、

Ｌ女性のエンパワーメン卜（権能の強化）

Ⅱリプロダクテイブ・ヘルス・ライツ（家族計

画、性に関する健康も含む）

Ⅲ女性の地位の向上

Ⅳ、男女の平等

について討議し、国民の代表者である国会議員

が、人口と女性問題に対して果たすべき役割の認

識を高めるとともに、北京会議に貢献し、各地域

間協力を促進し、行動計画の先頭に立って問題解

決へ前進しようというもの。

世界中の女性国会議員が集まり、このような会

議を開き、団結したのは画期的なことであり、意

味深いことである。

開会式は、８月31日午前９時から、色とりどり

３
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曰１ｇｇら年８月=1口~９月'ロ程
田８月31日（木）

９：００～１０：３０ 開会式（議事進行：南野知惠子・参議院議員）
・主催者挨拶中山太郎・国際人口問題議員懇談会会長
・歓迎挨拶桜井新・AFPPD議長

・挨拶河野洋平・日本国外務大臣

・開会挨拶清水嘉与子・運営委員会議長

基調講演『カイロ会議の合意実現に勝利しよう』
ナフィス・サディック・国連人口基金（ＵＮＦＰＡ）事

務局長

休憩

セッションＩ地域会議報告

・アジア地域レティシア・ラモス・シャハニ上院議員

ＡＦＰＰＤ女`性委員会議長（フィリピン）

・アフリカ地域ファティマタ・レグマ議員

アフリカ女性大臣地域会議及び人口・開発地域議員会議

国内委員会議長（ブルキナファソ）

・中南米地域マルタ・サプリシィ議員
アメリカ地域人口・開発連盟代表（ブラジル）

セッションⅡ

『女性のエンパワーメントー特に農村女性を中心にして－』
リソースパーソン：ファニィー・ポリャロロ議員

（チリ）

討識

セッションⅢ

『男女の完全かつ平等なパートナーシップ

_意思決定、生殖に関する健康、家族の分野で－』
リソースパーソン：マント・タシャバララ議員

（南アフリカ）

討識

１０：３０～10：４５

１０：４５～１１：３０

11：３０～１３：００

１４：３０～１７：００

田９月１日（金）
９：００～１１：００ セッションⅣ

『変化の主体および受益者として女性を中心においた人口と開発』
リソースパーソン：へレ・ダイン議員（デンマーク）

討議

休憩

セッションＶ

『ＩＭＰＧＰＤから第４回国連世界女性会議への提言』
リソースパーソン：堂本暁子参議院議員（日本）

セッションⅥ

討議：『東京宣言の採択』

閉会式

・挨拶清水嘉与子国際女性・人口・開発議員会議議長
・挨拶インガー・ブリュッゲマンＩＰＰＦ事務局長

11：００～11：１５

１１：15～１３：00

１４：３０～１５：３０

１６：００～１７：００

イ
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主催者挨拶
国際人ロ問題議員懇談会会長

衆議院議員

中山太郎

こうした不幸な事態を早急

に解決するためには、まず女

性の識字率向上のための教育

の改善が必要であります。途

上国における女子の義務教育

の完全な実施などが－つの方

策でありましょう。

２１世紀に入りますと、人口

1,000万人以上の大都市圏は２

０都市におよび、うち11都市

がアジアに集中しておりま

す。このような過密化も農村

地帯の生活環境を改善し、女

性問題を解決することで、そ

北京女性会議各国代表、ナ

フィス・サディック国連人口

基金事務局長、インガー・ブ

リュッゲマンＩＰＰＦ事務局

長、ご参集の人口と開発に関

する各地域議員グループの国

会議員の皆様ｃ人口と開発に

関する国会議員世界委員会

（ＧＣＰＰＤ)、国際医療議員

機構（ＩＭＰO）など、ご参会

の皆様。国際女性・人口・開

発国会議員会議にご出席賜わ

り、主催者として厚く御礼申

し上げます。

の抑制に大いに役に立つことと思うのでありま

す。

この歴史的な会議における、理性に満ちた論議

と、実り多い成果を期待してやみません。

さて、平和の象徴であります女性問題が、２１

世紀を直前にした今、なお取り上げられるという

ことは、解決に道還しということでありますが、

この機会に大いに気運を盛り上げ、問題解決にご

貢献をお願い致したいと思います。

本年は、第二次世界大戦が終結してから50年の

節目の年であります。

我が国はこの間、一貫して“平和国家”を目指

してまいりましたが、戦後の日本社会で最も大き

く変化した代表的なものは女性の地位の向上であ

り、経済成長による国民生活の向上であります。

かつての日本女性は、短い生涯の中で４～５人

今回の会議は、昨年カイロの「国際人口・開発

会議」で採択された“人口問題の主体は女性であ

る。女性が社会のあらゆる分野で男性と平等の立

場に立ち、その意志を反映させなければ人口問題

は解決できない”という行動計画の基本主旨に

沿って、さらに論議を深め、国会議員の立場か

ら、北京の女性会議へ建議する重要な会議であり

ます。

私は、女性のエンパワーメントは、まさに“い

つ何人子供を産むか”という決定権、「リプロダ

クテイブ・ヘルス・ライツ」を女性がハンドルし

なければ、人口問題の解決はありえないし、女性

の健康の向上は望めないと思うのであります。

このことは、現在年間50万人もの女性が妊娠に

関連した原因で死亡し、その99％が途上国で発生

していることから見ても、明らかであります。

５



の子供を生み、教育、就業などすべての面で男性

との格差が大きく、恵まれない生活を送っており

ました。

戦後は、女性が参政権を獲得、法の下での平等

を掲げた日本国憲法の下で民法、刑法等が改めら

れ、教育、雇用の面でも女性の進出が目立ってお

ります。

さらに'980年には「女性差別撤廃条約」に署名

して、制度的には男女平等の条件が整いました。

我が国では、女性人口は常に男性を上回って多

数派を占め、平均寿命においても､1947年に53.96

歳だった女性の平均寿命は1993年には82.51歳と

なり連続して世界一を続け、３０年も寿命が延びて

おります。

出生率も年々減少し、今では合計特殊出生率が

Ｌ５人になり、出産、育児に要する時間とエネル

ギーが減少しております。

教育面でも女子の高校進学率が1994年には96.8

％で、1969年以来、男子を上回り、大学、短大へ

の進学率も1994年には男子を５％も上回り45.9％

となっております。

このような傾向を反映して、我が国の女性の社

会参加は着実に前進し、1993年の15歳以上の女性

の就業者は2,682万人で、労働力率は50.3％を占

めております｡

このように我が国の女性の地位は世界的な水準

からみて、まだまだこれからでございます。私ど

もは、さらに目を開いて「実質的な男女の平等」

に最大限の努力を続けて参る所存でございます。

さて、私は政治家として、今最大の責務は、人

類と地球が共存できる希望に溢れた未来を創出し

ていくことにこそある、と確信いたします。

去る７月、亡くなられた福田剋夫・元日本国首

相は、つとにこの事を私達に教え、さとされ、強

い信念の下に「人口と食糧」問題をライフ・ワー

クとされ、生涯をその活動に捧げられました。福

田先生の最後の仕事となった、去る５月のイン

ターアクション・カウンスル（ＯＢサミット）東

京会議で、「人口問題一の重要性について死の直

前まで訴えておられたことでも明らかでありま

す。

今日この会議を主催させていただきました日本

は、欧米以外で初めて人口転換を成し遂げた国で

あります。日本の経験は、奇跡であるとさえいわ

れましたが、日本のこの貴重な経験は他の途上国

の希望となり、励ましとなって、いかなる国でも

実行可能なことなのだということが広く理解され

てきております。

日本政府は、いまＯＤＡを通じて人口問題に対

し、可能なかぎりの貢献を行っておりますが、国

会議員も岸信介元首相の下、世界で初めて人口問

題に取り組む国会議員組織として1974年４月に

「国際人口問題議員懇談会」を作り活動を始めま

した。この活動は、福田魁夫・元首相に引き継が

れさらに発展し、現在は不肖、私が受け継いでお

ります。

この活動の中から、私どもの同志であった、故

佐藤隆議員がアジア各国の議員に呼びかけて「人

口と開発に関するアジア議員フォーラム（ＡＦＰ

ＰＤ)」を世界に先駆けて設立いたしました。こ

の活動は佐藤隆議員の盟友、桜井新議員に引き継

がれ、より一層充実した活動を展開されておりま

す。

すなわち、昨年はカイロの「国際人口・開発議

員会議（ICPＰＤＬ、本年はデンマークでの「国

しかしながら、これを主な女性の政策決定への

参画状況でみますと、ただいま現在、女性の国会

議員は衆議院14人、参議院38人、合計52人で、女

性議員の割合は6.31％となっております。これは

世界で27位と極めて低位置にあります。女性の地

方議員は1992年現在、2,158人で3.3％、女性の裁

判官が1995年３月末で236人で8.2％であります。

女性の閣僚は、現在残念ながらゼロであり、前

内閣では1名でした。私ごとで恐縮ですが、我が

国では1960年、私の母、中山マサが初めて女性と

して厚生大臣に就任いたしました。そして、現在

の衆議院議長、土井たか子さんが初の女性議長

で、昨年は高橋久子さんが初の女性の最高裁判所

判事になっておられます。
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際人口・社会開発議員会議（ＩＭＰPSD)｣、そし

て今回の「国際女性・人口・開発会議（ＩＭＰＧＰ

Ｄ)」の開催となったのであります。

私は、同志国会議員のこのような人口問題に対

する真蟄な取り組みを大変心強く思うとともに、

この際、最大の敬意と最高の感謝を捧げたいと思

います。

さて、会場の同僚議員の皆さん。戦争や紛争に

よって、いつも最も辛く悲しい思いをするのは女

性であります。昨年、日本政府が「国際人口・開

発会議」を支援するために東京で世界の識者を集

めて開いた「賢人会議」で、私は議長として､｢世

界のＯＤＡ総額は、軍事費総額に比べるとわずか

０．５％にしかならない。人類の未来を決める重大

な人口問題、環境、社会開発の問題に要する資金

は、各国が平和に目覚め、人類愛に基づく軍縮を

達成することで、容易に賄われ、解決するのでは

ないか」と強く主張致しました。

尊い資金を殺裁などの争いに使うのではなく、

人類と地球の未来を見据えた長期的な視野に立っ

て、人口、社会開発、女性問題のためにこそ使わ

なければならないと確信いたします。

皆様のこの会議でのご協議の結果は、本会議の

すぐあとに北京で開かれる世界女性会議に建議さ

れることが決まっております。

終わりに、「高尚なる男性は、女性の忠告に

よって一層高尚に導かれる」と言ったゲーテの言

葉を信じましょう。

そして皆様のご討議が人口と女性問題解決の大

きな一歩となり、必ずや人類と地球の未来を救う

ことを期待いたしております。

皆様のこの会議への参加を歓迎申し上げ、主催

者の挨拶と致します。
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歓迎挨拶
人口と開発に関するアジア議員フォーラム議長

衆議院議員

桜井新

北京女性会議各国代表、ナ

フィス・サディック国連人口

基金事務局長、インガー・ブ

リュッゲマンＩＰＰＦ事務局

長、ご参集の人口と開発に関

する各地域議員グループの国

会議員の皆様。人口と開発に

関する国会議員世界委員会

（GCPPD)、国際医療議員

機構（IMPO）などご参会の

皆様｡｢国際女性・人口・開発

議員会議（ＩＭＰＧＰＤ)」に

ご参集賜わり、主催者として

厚く厚く御礼申し上げます。

昨年来、人類の命運を決め

て、北京女性会議に国会議員

としての立場から強力に建議

するために、北京会議の前夜

に開催致しました。

私達、人口と開発に関する

アジア議員フォーラムは、ア

ジア地域の人口と開発の問題

を解決するための世界で初め

ての地域議連として15年前か

ら活動を続けてまいりまし

た。

私どもの理念を一言で申し

ますならば、「飢えて死ぬた

めだけに生まれてくる子供が

昨年来、人類の命運を決める課題を討議する国

連主催の国際会議が相次ぎました。昨年９月には

エジプト国カイロで2015年までの人口・開発プロ

グラムを決める国際人口・開発会議（ＩＣＰＤ）が

開かれ、本年３月にはデンマーク国コペンハーゲ

ンで各国の元首を集め、社会開発サミット（ＷＳ

ＳＤ）が開催されました。本年９月には中国北京

で第４回世界女性会議が開かれます。これは人類

社会が、自らの未来にとって、何が必要かを、自

覚し始めてきた証左であると思います。人類が、

民族や国など、それぞれの違いに目を向けるので

はなく、共通の問題に初めて目を向けた、といえ

るのではないでしょうか。

私達、人口と開発に関するアジア議員フォーラ

ム（ＡＦＰＰＤ）は、それぞれの会議にあわせ、国

会議員会議である、国際人口・開発議員会議（Ｉ

ＣPPD)、国際人口・社会開発議員会議（IMPＰ

ＳＤ）を、各地域議連の御協力を仰ぎながら開催

致しました。本会議も各地域議連の御協力を得

あってはならない」ということです。この言葉

は、AFPPDの創設者の一人で初代の議長を務

められていた故佐藤隆先生の言葉です。

人口問題を解決するためには、行政の力だけで

も、人々の力だけでも不可能であります。人々の

切実な声を聞き、人々に選ばれ、その代表者とし

て活動いたしております、私達、国会議員の積極

的関与が不可欠になってくるのです。

世界を振り返りますと、多くの争いが未だに起

こっております。人類の未来を考えるならば、も

はやとても許されない紛争が各地で起こっている

のです。この戦いで、最も辛い目にあうのは女性

であり子供です。特に女性は生まれてきた子供を

戦火の中でも守っていかねばならないのです。

私も戦争中の母の苦労をまざまざと覚えており

ます。女性が不幸な状況の中で、私達の未来はあ

りません。人口問題の主体である女性を取り巻く

環境が変わらないかぎり、私達に未来はないので

す。私達に未来を希望に溢れるものとするために
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a女性のエンパワーメント、地位の向上、家族

計画を含むリプロダクテイブ・ヘルス・ライツの

実現が必要不可欠だと確信いたします。

私達、政治家の願いは国民の幸せを実現するこ

とです。この目的のために、私達は日々努力をい

たしております。この会議には、北京で開かれる

第４回世界女性会議の各国代表の方々を中心にご

招待申し上げました。これから行われる会議の討

議と理念を女性会議に反映していただくことは勿

論のこと、各国に戻られても、平和への強い意志

と、その実現のための戦略を行政に、そして自ら

の国の人々に語っていただきたいと思います。そ

うすることで私達のささやかな会議が、人類の未

来を作るための着実な一歩となると信じます。

会議の成功を確信いたしております。

霞
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挨拶
日本国外務大臣

河野洋平

代読

総合外交政策局・国際社会協力部長

朝海和夫

本日、ここに国際女性･人口･開発議員会議が開催

されるにあたり､一言ご挨拶をさせていただきます。

昨年のカイロでの「国際人口会議」に始まり、

来週から北京にて開催される「第４回世界女性会

議」へと、近年、人口問題とその解決に重要な役

割を担う女`性の問題については、世界的に非常な

関心の高まりをみせております。日頃より、これ

らの問題に深い関心と造詣をもって取り組んでお

られる、ここにご出席の議員各位のご努力に敬意

を表する次第であります。

さて、現在、我が国を始めとする先進国では高

齢化、少子化が進む一方、開発途上国地域におい

ては、人口の増大、貧困の深刻化等が問題となっ

てきております。今次会議で取り上げられる「女

性｣、「人口｣、「開発」の３つの問題は、現在、世

界が直面している重要な問題であり、相互に密接

に関連しあっております。また、この３つの問題

について、世界的な規模での協力およびこれを推

進しようとする強い意志とが不可欠であります。

まさに、今次会議において各国より議員が集

い、この問題につき審議を行うことは時宜を得た

有意義なことと考えます。

来週から始まる第４回世界女性会議において

は、３つの基本的な分野が注目されると考えま

す。1つは「女性のエンパワーメント」であり、

２つめは「男女の対等なパートナーシップの実

現｣、３つめは「女性の人権」であります。

ｌつめの「女性のエンパワーメント」につい

て、「行動綱領」の冒頭で、「行動綱領」が、女性

のエンパワーメントのアジェンダである旨明記さ

れており、公的および私的生活の全分野への女性

の積極的な参加を促進するために、女,性が実力を

つけることが重要であることが指摘されておりま

す。我が国は、開発途上国の女性のエンパワーメ

ントとの観点より、開発途上国の女剛性支援（ＷＩ

Ｄ：WomenlnDevelopment）を通して、女性

が積極的に参画し、受益者となりうる開発を目指

した、積極的な国際支援を行っていくことを表明

する所存であります。

２つめの「男女の対等なパートナーシップの実

現」については、「行動綱領」の中で､趣Gender”

という言葉を通じ、男女共同参画社会の実現とい

う共通の目標のために、女性と男性が対等なパー

トナーシップに基づき、連携して取り組むことの

重要性が強調されております。

３つめの「女性の人権」については、「行動綱

領」は、すべての女性の、かつすべてのライフ・

サイクルを通じての、あらゆる人権と基本的自由

を促進し、保護することを強調しております。こ

の中で特に、今次会議との関連では、国際人口会

議において合意に達したりプロダクティブ・ヘル

ス・ライツの考え方が北京会議でも確保されるこ

とが期待されます。

女性の地位向上のため、また、女性が開発およ

び社会に十分参画できるような未来づくりのため

に、そして、次世代に引き継いでゆける男女共同

参画の国際社会の実現のために、本日の会議が新

たな布石となりますことを期待してやみません。

本会議の成功を願いつつ、以上をもちまして簡

単ながら私からの挨拶とさせていただきます。
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開会挨拶
国際女性・人口・開発議員会議運営委員会議長

参議院議員

情水嘉与子

なものです。現在、1分間に

1人、年間に50万人の女性が

妊娠に関連した原因で死亡し

ています。そしてその99％が

途卜国で発生しています。ま

た、毎年2,000万件の安全で

ない中絶が行われています。

その結果、数万人が死亡し、

数百万人が障害者となってい

るのです。女性の社会的地位

の低さ、力のなさが、女性の

健康をむしばみ、高い出生率

の原因となっているのです。

日本では幸いなことに、妊

北京女性会議各国代表、ナ

フィス・サディック国連人口

基金事務局長、インガー・ブ

リュッゲマンＩＰＰＦ事務局

長、ご参集の人口と開発に関

する各地域議員グループ。人

口と開発に関する国会議員世

界委員会（ＧＣＰＰＤ)、国際

医療機構（ＩＭＰＯ）など、ご

参会の皆様。国際女性・人口

.開発国会議員会議にご出席

賜わり、厚くお礼申し上げま

す。

娠に関連した女性の死亡は少なくなっています。

しかしながら、社会的に男女の平等が十分に実現

されているかといえば、そうとはいえません。私

達は公正・平等な社会を実現するために、男女雇

用機会均等法や、男性にも適用される育児休業法

や介護休業法など法的な整備を進めております。

真に平等・公正な社会を実現するためにはまだ

まだ遠い道のりがあります。私達の今日からの協

議が、女性問題と人口問題解決のための力強い大

きな一歩となるよう皆様と努力してまいりたいと

思います。

本会議の議題は；

ｌ）女性のエンパワーメント、特に農村女性を中

心として

２）家族における意思決定とりプロダクティブ・

ヘルス

３）変化の担い手および受益者として女性を中心

においた開発

４）ＩＭＰＧＰＤから第４回世界女性会議への提言

「元始、女性は太陽であった、今は月である」

－女性は男性の陰に暮らすのではなく自由・対等

でなければならない、と日本の女性開放運動家、

平塚らいてうが述べたのは1911年、今から80年前

のことでした。1975年国際婦人年の制定以来、女

性の地位に大きな進歩もみられましたが、未だ

に、世界の多くの地域では80年前の現状と変わっ

ておりません。地域によってはその月が暗い雲に

隠されてしまっている、というのが現状ではない

でしょうか。

人口問題の主体はまさに女`性にあります。昨

年、カイロで開催された「国際人口・開発会議」

の大きな成果は、女性のエンパワーメン卜を通じ

てひとりひとりの女性の決定権を高めるという戦

略を採用したことだと思います。女性のエンパ

ワーメン卜と、健康の向上をもたらす、リプロダ

クテイブ・ヘルスとライツを「国際人口．開発会

議」は行動計画そのものとしたのであります。

女性がおかれている世界の現状はまだまだ苛酷
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となっております。 女性が明るく、健やかに生きることができる社

会を作る。この事は、男性にとっても住み易い社

会であり、結局、人類の未来を明るいものとする

ことに他なりません。女`性が、他の光を受けて光

る、病人のような青白い月のような存在ではな

く、生き生きと自ら輝ける社会を実現することこ

そが急務なのであります。

この会議で、人類と地球が平和裡に共生するた

めに、そして、男女が良きパートナーとして、公

正・平等に生きることのできる社会を作り、人口

問題を解決するために、私達が志を高く持ち、道

この会議を開催するにあたり、桜井新議員が議

長を務められる、人口と開発に関するアジア議員

フォーラム（ＡＦＰＰＤ）を通し、アメリカ地域人

口開発議員グループ（ＩＡＰＧ)、人口と開発に関

するアフリカ、中東地域議員委員会（ＡＭＥＣＰＰ

Ｄ)、人口と開発に関する国会議員世界委員会

（GCPPD)、国際医療議員機構（IMPO）など

の世界の各地域議連および人口と開発に関する国

際組織に呼びかけ、運営委員会を開いて準備を進

めてまいりました。

準備に携わられた皆様に心から感謝申し上げた

を拓こうではありませんか。

いと思います。
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基調講演：カイロ会議の合意実現に勝利しよう

ナフィス・サディック

国連人ロ基金事務局長

ＩＩＣＰＤ：女性にとっての一里塚

ⅡＵＮＦＰＡのコミットメント

Ⅲ国会議員の役割

中山太郎先生、桜井新先生、河野洋平先生、清水嘉与子先生、同僚議員、そして友人の皆様。

本日は非常に有益かつ重要な会議となるであろうこの会議に皆様とご一緒に参加できますこと

をうれしく思います。皆様がここにいらっしゃることが、世界中の議会や政府において、女性が

ますます大きな役割を果たすようになっていることをまさに証明しています。皆様方によってこ

れから２日間にわたって行われる作業、合意は、今日から３日後に北京で始まる第４回世界女'性

会議に重要な影響を及ぼすことになります。

まず最初に、人ロと開発に関するアジア議員フォーラム（AFPPD)、国際人ロ問題議員懇談

会、人ロと開発に関するアメリカ地域議員グループ（ＩＡＰＧ)、そしてこの会議を組織するうえ

で中心となって働かれた方々に、この素晴らしい会議を開催してくださったことを感謝したいと

思います。ＵＮＦＰＡとしても、この会議に関与できることを誇りに思います。
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女性の権利と地位に関する行動綱領を作り上げ

る第４回世界女性会議をまとめあげるというのは

大変な作業です。それは、ナイロビ将来戦略

（NairobiForwardLookingStrategiesfor

AdvancementofWomen）および女性に対す

るあらゆる形態の差別撤廃に関する条約（女性差

別撤廃条約）を含むこれまでの国際合意に述べら

れている目的や約束を再確認し、強化するところ

から始まらなければなりません。

北京会議は、過去10年に開催されたいくつかの

会議における歴史的な成果を踏まえ前進させるも

のでなければなりません。これらの会議には、

1985年にナイロビで開催された第３回世界女性会

議、1992年にリオで開催された国連環境開発会

議、1993年にウィーンで開催された世界人権会

議、1994年にカイロで開催された国際人口・開発

会議、そして今年の３月にコペンハーゲンで開催

された社会開発サミットなどがあります。

特に、北京会議がＩＣＰＤで達成された大躍進

を確実に再確認し、それをさらに先へ進めるもの

となるよう、そしてその結果としてカイロ会議の

あらゆる要素を完全に実施するために国際社会が

さらなる前進を遂げるよう、私達は常に目を光ら

せていなければなりません。

ＩＣＰＤ行動計画の基礎をなしているのは、人権

へのコミットメントです。その人権概念は、女性

差別撤廃条約によってさまざまな方法で補強され

ています。ＩＣＰＤ行動計画の第２章に記されてい

る行動計画の「原理と基本方針」は、女性と少女

の人権は「普遍的人権から切り離すことのできな

いものであり、その一部を成し、それとは不可分

であること」を断言しています。ＩＣＰＤの優先目

標には、国家、地域、国際的なレペルでの市民生

活、文化生活、経済生活、政治生活、社会生活な

どにおける女性の完全かつ平等な参加、そしてあ

らゆる形態の性差別の撲滅が含まれているので

す。

ＩＣＰＤ行動計画の大きな特徴は、女性のエンパ

ワーメントとジェンダーの平等と公平の確保を重

視していること、そして女性の視点を高く評価し

ていることにあります。それは、開発のあらゆる

側面における女性の全面的かつ対等な協力がない

限り持続可能な開発はあり得ないということを再

確認するものなのです。

ＩＣＰＤ行動計画は、女性の生殖と性行動に関す

る健康と権利に関してまさに画期的といえるもの

です。この極めて重要な一連の合意は、いかなる

形といえども北京において弱められてはなりませ

ん。これらの問題が、行動綱領において考慮され

る他の事柄に比べて小さな問題であるとして無視

されたり、もっともらしい口実を付けてこじつけ

られたりされてはならないのです。それどころ

か、性行動における健康と権利（sexualhealth

andrights）を含む生殖の健康と権利は、女性

の生活における事実上すべての側面に大きな影響

こうしたこれまでの会議における進展は、力の

源となるだけでなく、それに相応する責任を課す

ものでもあります。既に達成した進歩を再確認す

るだけでは十分ではありません。私達は前に進み

続けなければならないのです。これを必ず実現さ

せるという共通の責任が私達にはあるのです。

それゆえに、カイロでの画期的な合意に達して

から１年も経たないうちに国際人口・開発会議に

おける合意の中心的な内容に対して再び異議を申

し立てる勢力が存在することを私はとても心配し

ています。北京における私たちの最も重要な使命

の１つは、これまでの会議で達した合意を白紙に

戻そうとしても、世界の女性達はそれをただ見

守って黙認するようなことはしないということを

明確に表明することにあります。私は、女性の皆

さんがこの戦いに勝利することを心に決めてお

り、私達全員の決意によってそれが実現すると信

じています。
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な問題について協議する共通基盤を見い出し、前

向きで行動志向の行動計画を採択する意思とその

能力を自らが持っていることを証明しました。第

４回世界女性会議もこれと同じ事ができるはずで

あり、これを行う必要があります。その結果は、

具体的な行動を伴った前進のための明確なコミッ

トメントでなければなりません。この点からいい

ますと、北京会議でもたらされる最も有用な結果

は、北京会議独自の行動綱領に加えて、ジェン

ダーと女`性に関してこれまで行われてきたすべて

の国際合意をすべて実施することを世界に約束さ

せることかもしれません。

を与えるものです。女性の生殖と性行動に関する

健康と権利を確保することなく女性のエンパワー

メン卜や進展を達成することはできません。

もう１つＩＣＰＤが初めて行ったのは、その行

動計画において、これまでになく男性の役割を重

視していることです。それは、男性が保育や家事

に関して家庭における自らの責任を負う必要があ

ると述べ、責任ある親の立場に積極的に関与し

て、家族計画を含む責任のある性と生殖の行動を

守ることを男性に求めています。ＩＣＰＤが成し遂

げたことを誇りに思う理由は多くあります。国際

社会は、お互いに納得できる方法で、非常に微妙

訂
検討されることになっています。

ＵＮＦＰＡ内部では、職員がジェンダー問題に

十分な注目を払うようにするために、さまざまな

組織上の行動を起こしています。ＵＮＦＰＡで

は、すべての上級職員はジェンダーに関する研修

が必須となっており、また最新式の職員向けジェ

ンダー研修をこれからも導入していきます。ＵＮ

ＦＰＡではこれらの課題に関するＵＮＦＰＡのガ

イドラインの改訂を行っており、ＵＮＦＰＡが資

金を提供しているプログラムに、ジェンダーの問

題を十分に反映するために、ＵＮＦＰＡのジェン

ダー・人口・開発部門を強化しています。

ＵＮＦＰＡは、ＵＮＦＰＡに指針を提供する外部

専門家および女性指導者によって構成されるジェ

ンダー・人口・女性の諮問委員会も持っていま

す。同様に、ＵＮＦＰＡではその多くが女性ＮＧＯ

である非政府機関の代表による諮問委員会も持っ

ています。

ＩＣＰＤ行動計画および第４回世界女性会議の行

動綱領の実施に向けた支援をＵＮＦＰＡが提供す

る際は、すべてのプログラムがジェンダーに十分

配慮したものとなるようにいたします。またＵＮ

ＦＰＡでは、プログラム活動、特に家族計画と性

行動に関する健康を含む生殖に関する健康に対す

我々ＵＮＦＰＡと致しましては、ＩＣＰＤの行動

計画および第４回世界女性会議の行動綱領の実施

において、ＵＮＦＰＡが行うべき仕事をすること

に全面的にコミットしており、その準備も整って

います。ＵＮＦＰＡでは、組織内外の両面におい

ていくつかの具体的な方策を講じています。

例えば、私達はＵＮＦＰＡ内部において女性職

員の地位を向上させることを引き続き優先させて

います。ＵＮＦＰＡでは専門職スタッフの44％が

女性であり、管理職も半分が女性なのです。これ

らの数字は、ＵＮＦＰＡが誇りとしているもので

す。また、これからもＵＮＦＰＡ内における管理

職および指導的地位に女性を就任させる環境を作

るよう特別な注意を払い、国連システム全体にわ

たる女性の進出を提唱してゆくつもりです。

国連システム全体としては、遺`感ながら、これ

まで女性職員の地位は十分なものではありません

でした。しかし、ブートロス・ブートロス・ガリ

事務総長はこの問題に真っ向から取り組むことを

約束しています。彼は最近、国連の機関および組

織のすべての長に対して、この問題に関する力強

い声明を発表しました。国連システム内における

女性の地位は、事務総長が議長を務め、機関の長

が全員参加する会議においてその現状が定期的に
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る活動の立案、実施、モニタリングを行う場合

に、女性のニーズを充足させるために活動してい

る女性組織や、その他のグループを関与させてゆ

くことにしています。

ＵＮＦＰＡは、私達に与えられている役割や資

金援助が限られている分野においてでも女`性問題

のために強く声をあげ擁護を行っていきます。そ

の及ぼしうる影響を最大にするため、ＵＮＦＰＡ

ではスタッフの擁護研修、さらには女性グループ

やそのリーダーのための擁護研修への投資を行っ

ています。これにより、この問題について知識を

持つ多くの人々が、今日のメディア世界で必要と

される専門的な技術と手段を駆使して自分の考え

を効果的に述べられるようになるでしょう。

ＵＮＦＰＡのすべての活動において、私たちは

国連システム内部の姉妹組織、二国間会議、ＮＧ

Ｏ、民間部門とのパートナーシップを進めていこ

うと考えています。新たな協調体制を組み、青少

年グループ、学生組織、専門家グループ、教育機

関、宗教および地域社会のリーダー、労働組合と

いった団体と幅広く接しながら効果的に力を結集

することは非常に重要です。また、機構として重

要なものの１つは私が議長を務めたＩＣＰＤ行動

計画実現に向けた国連の諸機関による合同タスク

フォースです。このタスクフォースは女性のエン

パワーメントに集中的に取り組んでおり、国連シ

ステムのためのガイドラインを国レベルで練り上

げています。

ｮＦ閨二 塁〃Ｍ÷

議員の皆様の支援は非常に重要です。

北京以降、これら一連の国際会議の勢いが保た

れ、目に見える行動へと変化するように見守るの

は、それぞれの国のリーダーである皆様です。こ

れらの会議で達した重要な合意を実施する上で、

皆様がそれを支援する模範的な役割を果たしてい

ただけることを私達は期待しています。必要な資

源を確保し、進歩の度合いをモーターすることに

おいて、皆様のリーダーシップは特に重要である

と思われます。

ＵＮＦＰＡを代表いたしまして、女性と男性が

得ることのできる資源、影響、機会があらゆる意

味で平等になるような世界を実現できるよう、皆

様と力を合わせて働くことができることを楽しみ

にしております。

最後に、ＩＣＰＤ、そして最近開催されたその他

の国際会議での成果を私達が前進させることがい

かに重要であるかということを繰り返し申し上げ

たいと思います。皆様がここで議論される時も、

そして皆様の多くが第４回世界女性会議のために

北京へ行かれる時も、このことを十分にご理解い

ただけるようお願い致します。昨年のカイロと本

年コペンハーゲンでの国際会議に関連して開催さ

れた国会議員会議で見せていただいたのと同じよ

うな強い決意を皆様に見せていただけることを私

は確信しています。北京における私達共通の責任

は、これまでの合意を再確認することだけでな

く、それらの合意が時期を過またず、すべて実施

される事に対する確約を取り付けることにありま

す。これは容易な作業ではありませんが、やらな

ければならないことです。この試みにおける国会
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セッションＩ地域会議の報告

セッションⅡ女性のエンパワーメント、特に

農村の女性を中心として

男女の完全かつ平等なパート

ナーシップ_意思決定、生殖に

関する健康、家族の分野で－

セッションⅢ

セッションⅣ変化の主体および受益者として

女性を中心においた開発

セッションＶＩＭＰＧＰＤから第４回国連

世界女性会議への提言

セッションⅥ東京宣言の採択
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会冒義の･ﾖ｣＝

このセッションでは、国際人口・開発会議（Ｉ

ＣＰＤ）のフオローアップ、さらには第４回世界

女性会議（ＦＷＣＷ）に向けた準備として国会議

員の地域活動の検討を行った。清水嘉与子参議院

議員（日本）が議長を、バージニア・オフォツ・

アマー（ＵＮＦＰＡ）が秘書を、コリーナ・クヒ

（ＵＮＦＰＡ）が記録担当を務めた。

ける参加議員の合意とコミットメントを確認する

「女性のエンパワーメントと人口に関するマニラ

宣言」を採択して幕を閉じた。この宣言には、こ

れらの分野における法案を支持してそれらを成立

させ､北京における行動綱領（BeijingPlatform

ofAction）の実施に向けた作業を進めることを

この地域の国会議員に求める行動要請（Callto

Action）も含まれていた。また、この宣言で

は、この女性委員会をＡＦＰＰＤの常設委員会と

することをAFPPDに求めている。

i）アジア・太平洋地域における活動

レティシア・ラモス・シャハニ上院議員（フィ

リピン）がアジア太平洋地域における活動につい

て報告した。人口と開発に関するアジア議員

フォーラム（ＡＦＰＰＤ）女性委員会の第１回会議

が1995年７月にフィリピンのマニラで開催され、

この地域における女性の状況を検討した。この会

議には中国、インド、日本、大韓民国、マレーシ

ア、フィリピン、シンガポール、シリア・アラブ

共和国、タイの女性議員が一堂に会した。ＡＦＰ

ＰＤ女性委員会は女性のエンパワーメントのため

の新しい戦略をＡＦＰＰＤに勧告する目的でＡＦ

ＰＰＤの第４回大会において組織されたものであ

る。

同委員会は、貧困の女性化、海外での雇用にお

ける女性の条件、女性に対する暴力、少女の状

況、さらには生殖に関する健康を含む健康問題と

いったさまざまな女性の問題を国、地域、地球な

どの視点から討議した。地域が経済的に成功を収

めているにもかかわらず、妊産婦死亡率は依然と

して高く、女性の健康の改善は生物学的な要因に

限定することができないということが表明され

た。

２日間にわたる会議は、男女（ジェンダー）の

平等と人権、教育を通じた女性のエンパワーメン

ト、暴力からの女性の保護、女性移住労働者の権

利、生殖に関する権利（１）プロダクティブ・ライ

ツ)、社会のあらゆる部門および地域レベルや国

際レベルにおける協力の必要性といった分野にお

ii）アフリカ地域における活動

ファティマタ・レグマ議員（ブルキナファソ）

が1995年７月にブルキナファソで開催されたアフ

リカ女性大臣および国会議員人口・開発地域会議

（RegionalMeetingofAfricanWomenMin‐

istersandParliamentariansonPopulation

andDevelopment）について報告を行った。こ

の会議は、第４回世界女性会議においてアフリカ

女性の状況がそれ相応の注目を受けることを確実

にするために開催された。

この会議には、女`性のエンパワーメント、人

口、持続可能な開発といった問題について討議す

るため40カ国から代表が集まり、第４回世界女性

会議に提出する行動のためのアジェンダ（Agen-

daforAction）を採択した。行動のためのア

ジェンダは、ＩＣＰＤおよび'994年１月にダカール

で開催された第５回アフリカ女性会議（Fifth

ConferenceonAfricanWomen）で達した合

意を確認するものでる゜この合意が北京の行動綱

領の草案に十分に反映されていないという懸念を

表明するこのアジェンダは、男女の平等、女性の

エンパワーメント、生殖と性に関する健康（リプ

ロダクテイブ．アンド・セクシャル・ヘルス）の

重要性を強調、アジェンダの完全な実施を確実に

するため、女性の大臣と国会議員を構成員とする

各国委員会を設立することおよびに地域間の協力
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を強化することを参加者に求めた。この協議の結

果、アフリカの女性大臣・国会議員の第２回会議

が1996年にウガンダで開催されることが決定し

た。

向けにパナマで１回、アンデス諸国向けにペルー

で１回と、計３回の小地域ワークショップを国会

議員のために開催した。これらのワークショップ

は、カイロの目標に従って政策やプログラムを修

正し、女性に対する暴力の根絶、ＨＩＶや性行為

感染症の予防、青年期の人口による妊娠および妊

産婦死亡率の低減といった地域の懸念事項に対応

するための具体的な政策勧告の策定を支援するこ

とを意図するものであった。さらに'995年７月に

は「第５回女性のためのパーラティーノ（ラテン

アメリカ議会）特別委員会」会議がブラジルで開

催され、１６カ国から47名の国会議員が参加して北

京会議に提出するためのパーラティーノ宣言を採

択した。この宣言は、とりわけ同地域の政府に国

の法律を男女の平等と女性への差別の撤廃に関す

る国際合意に合わせて調整を行うことを求めてい

る。

iii）ラテンアメリカとカリブ海諸国における活動

マルタ・サプリシィ議員（ブラジル）がいくつ

かの活動について報告を行った。まず最初に1994

年９月アルゼンチンで開催された政府関係者、国

会議員、ＮＧＯの集まりで、1995年から2000年に

かけてのラテンアメリカとカリブ海諸国における

女性のための地域行動計画が採択された。この行

動計画は、同地域における女性のニーズについて

詳述しているだけでなく、今後５年間に優先され

る一連の活動を明確にしている。アメリカ地域人

口・開発議員グループ（ＩＡＰＧ）は、カリブ海諸

国の英語圏向けにベリーズで１回、中央アメリカ

－不可の万

<なった。農村の女性を特に重視した女`性のエンパワーメ

ン卜についてのセッションは、カフイ・ペグバ・

ジョッツィ議員（トーゴ）が議長を務め、リソー

ス・パーソンを、チリのファニー・ポラーロロ議

員、秘書をバージニア・オフォツ・アマー（ＵＮ

ＦＰＡ)、記録をマリ・シモンネン（ＵＮＦＰＡ）が

担当。

ポラーロロ議員は、女性のエンパワーメン卜と

いうテーマが非常に複雑であり、長年にわたる進

歩があり、変化は起きているものの、すべての分

野が改善されているわけではないということを強

調した。これまでの変化を分析すると、貧困に関

連する課題が特に重要な問題となっており、貧困

の女性化が特に懸念される。1980年代の経済危機

は、女性と子供、特に少女に最も悪い影響を及ぼ

しており、教育と健康関連の予算が削減され、女

性の労働条件は悪化している。その結果、女性は

自らの最も基本的なニーズを満たすことができな

農業部門における前進と変化は、女性に恩恵を

与えないことが多かった。例えば、農地における

技術革新は、女性よりも男性に有利に働くことが

多かった。給料の面では、女性の方が男性よりも

金額がかなり少なく、農村部では財産相続法、金

融制度の利用、女性のための研修などの分野で女

性に対する差別が表面化している。健康と教育の

面でも、女`性および女児は、男性および男児より

も良くない状態にあった。女性の多種多様な貢献

や役割は認識されず、女性が意思決定を行う上級

職位へつく機会は限定されていた。変化をもたら

すためには、組織が女性に発言権を与えることが

大切である。女`性議員、非政府機関、そして一般

女`性の間の連帯は不可欠である。国際的な合意を

実体のある具体的な行動に変える時が来たのであ

る。
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アフリカ、インド、パキスタンなど何人かの参

加者は、女性および女性のエンパワーメントにお

ける貧困に関連する問題の重要性を強調した。と

りわけ、土地の所有権、女性の労働条件、家庭の

内外において女性に出されるさまざまな要求、資

源の再分配、天然資源および社会事業への参加を

含む基本的な生活条件などへ言及した。すべての

国が貧困を撲滅し、女性のニーズに対応するため

に必要な予算の割り当てを行うことが不可欠で、

一部の発展途上国において、選出された公職に就

く女性が少ないことは許しがたいということにも

話が及んだ。

女性の生活における多くの側面を改善するの

に、教育が果たした大きな役割について多くの参

加者が言及した。女性の非識字率をすみやかに低

下させ、確実に女子を学校に入学させて通学を続

けさせる必要性が強調された。青年期人口の出生

率と妊産婦死亡率を含む人口と健康の問題につい

ても多くの参加者が言及した。女性が自らの健康

のニーズを満たそうとする努力には、国家政府お

よび国際的なドナー国によってさらなる支援がな

されなければならない。

何人かの参加者は、アフリカのサハラ以南の地

域における女性のニーズ、特に農村の女性が暮ら

している悲惨な貧困を前提にした彼女たちのニー

ズに注目した。平和の実現の緊急性が強調され、

武力衝突で最も苦しむのは女性と子供であること

に話が及んだ。ある参加者は、太平洋地域の諸国

に特有な事情を強調し、人口の圧力が限りある天

然資源に及ぼしている悪影響に対応するため、小

さい島国国家への支援を増やすことを求めた。

各国国内、そして北と南の問における女性同士

の連帯の重要`性に多くの参加者が触れた。そうし

た連帯は、発展途上国における女,性のためのプロ

グラムへのドナー国からの資金援助にも反映され

なければならない。社会の－部には「女性のエン

パワーメン卜」といった表現に脅威を感じる可能

性のある人達がいると述べた｡それに対し、男性

の間での理解を増すことが不可欠であり、これを

行うのに最も効果的なのは教育である、と別の参

加者が述べた。

ガーナ、ボツワナなど何人かの参加者は、問題

を見出して分析するのに何年も費やしたのだか

ら、今は行動を起こす時だと述べた。実施可能な

決議に焦点をあて、農村部の男女や取り残された

男女を含む社会のすべての人々がこの決議を実施

するプロセスに確実に含まれるようにすることが

今緊急に求められている。これには十分な資源を

国レベルと国際レベルの双方において動員するこ

とが必要となる。また、それには技術的なノウハ

ウの確認や適切な戦略の開発も必要となるｃ

ケ、二二全

そ足、胆に関する'1倖」

男女の完全かつ平等なパートナーシップ－

意思決定、生殖に関する健康、家族についての

セッションの議長は、ヘディー・フライ議員（カ

ナダ)、リソース・パーソンは、南アフリカの国

会議員マント・タシャバララ博士、秘書をバージ

ニア・オフォツ・アマー（ＵＮＦＰＡ)、記録をア

ナ・アンガリータ（ＵＮＦＰＡ）が担当した。

フライ議員は、リソース・パーソンを紹介する

際に、女性の地位が低いのは力の不均衡が原因で

あると述べた。同議員は、貧困が健康、特に生殖

に関する健康の最大の決定要素であり、安全でな

い妊娠中絶によって毎年何千人もの女性が死亡し

たり身体障害者となったりしていると語った。そ

して、個人が妊娠中絶に対して持っている見解に

かかわらず、家族計画の問題については個人の選

択権を確保するための責任を共有することの重要

性を強調し、男性が生殖に関する健康に関わる事

柄における自らの責任を受け入れなければならな
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の及ぼす悪影響を批判的に検討することを女性の

議員や立法者に求めた。

女性と男性の間の平等なパートナーシップにつ

いて、同議員が指摘したもう１つの非常に重要な

分野は、生殖に関する健康における意思決定プロ

セスである。この意味において、女性も男性も安

全な性行動を平等かつ完全にとれるようにし、自

らの行動の結果に対して責任をとらなければなら

ない。この平等な参加は、青年期の男女にも枠を

広げる必要がある。

最後に、同議員は、意思決定、生殖に関する健

康、家族における女性と男性の間の完全かつ平等

なパートナーシップを実現するために女性国会議

員が果たさなければならない中心的役割を強調し

た。

北京勧告のフォローアップを行い、会議から生

み出された理論を確実に行動に移すことができる

ようにするため、国会議員による世界的規模の委

員会を設立することを何人かの参加者が提案し

た。これと同じ趣旨で、女性が何を求め、何を必

要としているかを明確に理解し、それに応じて女

性の役割を再形成する必要性を何人かの参加者が

強調した。ある参加者は、公平さと連帯の原則か

ら始めて、それを可能にする方法を探してゆくこ

とを勧めた。また別の参加者は、すべての女児へ

の教育の機会の提供、経済的な自給自足、女性の

政治化、あらゆる形態の差別の撤廃という、完全

かつ平等なパートナーシップを確立するための４

つの段階を発表した。

何人かの参加者は、女性に対する差別を終わら

せるためには女性と男性の双方が変わらなければ

ならないということを強調した。女性には、他の

女性と力を合わせずに競争しようとする傾向があ

り、中には女性よりも男性を信頼しているように

思われる女性がいて、これは選挙の結果にもよく

反映されている。逆に男性は、女性を主体ではな

く客体として見ており、社会や家族の中で女性が

伝統的な役割を演じることを期待する傾向があ

る。したがって、男性も女性もステレオタイプ的

な役割が姿勢から自らを開放しなければならな

いということを力説した。

タシャバララ議員は、女性のエンパワーメン卜

と解放に関する問題に対応することによるジェン

ダー関係の変移に的を絞った。女性は、依然とし

て家庭と社会全般の構造を形作ることにおいて不

可欠な役割を果たしている。しかし、これらの分

野における意思決定から彼女達が取り残されてい

ることによって深刻な問題が生じ続けている。社

会化による規範規範の内在化および男女双方の因

習的な態度によって、女性は伝統的な家庭内の役

割を押しつけられることが多い。男性も女性も同

じように家庭や社会に貢献できるような状況を作

り出し、同じように恩恵と自由、そして平和と発

展を享受できるようにすることが努力目標とな

る。

発展途上国の女性が直面している問題の多く

は、非識字率の高さにその部分的または全面的な

原因がある。女性と男性の問に平等なパートナー

シップをもたらし、

健康の不平等に対応するための戦略を立てるた

め、貧困という世界的な問題を認識し、これに取

り組まなければならない、とタシャバララ議員は

指摘した。

また、意思決定における男性と女性の参加の不

平等を考えた場合、国会議員は、あらゆる意思決

定機関のさまざまなレベルに雇用されている女性

の比率をモニターし、女性と男性の間の責任の共

有を奨励してこれを拡大するようなプログラムを

編み出し、男性と女性が自分の家族への責任を果

たすことができるような労働者にやさしい環境の

創出を奨励しながら、特定の時間の枠組みの中で

女性や女子における非識字率の撲滅を促すことに

専心しなければならない、と同議員は指摘した。

同議員は、女性のエンパワーメントに逆行する

ような動きを正すため、とりわけ家庭内における

資源の公平な分配を促し、経済資源の完全かつ平

等な利用を奨励する法案や行政措置や政策を採択

し、公式および非公式の貸出機関が女性の金融制

度の利用を確実に奨励するようにするための働き

かけやモニタリングを行い、構造調整プログラム
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い。しかし、男性の姿勢を変えて彼らを家庭の責

任、さらには生殖に関する健康および家族計画プ

ログラムに関与させるための組織的な戦略も必要

である。責任のある親としての自覚、社会や家族

において女子を同等の存在として見る必要性を低

い年齢のうちから男児に教え込む必要がある。学

校教育やマスコミはこの過程において重要なきっ

かけを提供すると思われる。

国会、省庁、政府の上級ポストにおける女性の

進出の低さは深刻である、と多くの参加者が指摘

した。したがって政治や公的なプロセス、さらに

は女性に直接関係する国際会議などへの女性の参

加を奨励する必要がある。

女性は自分の権利に気がついておらず、それゆ

えに自らの前進を確保することにおいて有効な役

割を演じることができないのではないか、という

指摘が何人かの参加者からあった。それゆえに教

育と財政支援の必要性が強調された。

女性議員は立法者としての自らの権利を行使

し、法律制定者としての自らの権力を発揮して変

化をもたらさなければならないということを何人

かの参加者が強調した。彼女たちは国会議員およ

び立法者としてこの会議に参加したのであり、そ

れゆえに自らの擁護者となって法案を通過させた

り法律の改正を行うことができる。ある参加者

は、この点に関し権力の定義はただ１つであり、

それは男性にとっても女`性にとっても同じである

ことを強調した。男性と女性は社会にとって何が

最善であるかについて合意し、その実現に向けて

力を合わせていかなければならないのである。女

性が人口の５０％以上を占めているということは、

選挙で選ばれた地位にある女J性の割合を増やし

て、自らが置かれている状況を変える力を彼女達

が手中に収めているということである。エンパ

ワーメントとは選択の問題である。したがって国

会議員は自分が何を達成しようとしているかを自

分に問い、それから議会の改革に向けて力を合わ

せて女性の地位を向上させていかなければならな

い。それには前進するための包括的な戦略と全員

のコミットメントが必要である。

ｓ１ＥのＩ爪

女`性を中心においた人口と開発のプロセスに関

するセッションの議長は、ウルミラ．Ｃ・パテル

議員（インド)、リソース・パーソンはヘレダ

イン議員（デンマーク)、秘書をマリ・シモンネ

ン（ＵＮＦＰＡ)、記録をコリーナ・クール（ＵＮＦ

ＰＡ）が担当した。

ダイン議員は、貧しい女性のエンパワーメント

には社会と経済の発展が鍵を握っており、今すぐ

事態を進展させるためには政治的な意思が必要で

あることを力説した。開発のための政策は、援助

の枠組みを超えて工業先進国と発展途上国との間

の貿易関係や消費パターンの不均衡、地球全体の

消費が環境に与える影響、そして貧困の廃絶に対

応していかなければならない。債務負担の軽減や

20／20コンセプト（20／２０Concept）の実施は

国際開発政策における最大の課題となっている。

ＩＣＰＤ行動計画が貧困と人間の基本的なニーズに

重点をおいていることを高く評価したダイン議員

は、持続可能な開発を達成し、生殖と性に関する

健康および基本的な生活の質をすべての女性に提

供するためにその実施を求めた。

同議員が提案した「女性を中心におく」という

ことは、第１に政策の女性化、第２に社会のすべ

ての意思決定プロセスにおける女性の差別撤廃を

図ることを意味する。ダイン議員は、国連が自ら

この政策やプログラムにおいてこれに取り組み、

こうした新しい努力目標に従って国連システムの

再構築を行うことを求めた。国家レベルにおいて

は、すべての意思決定機関において女｡性の代表を

増やさなければならない。女性議員は自らの影響

2２



力を利用して伝統的な権力構造に変化をもたら

し、こうした構造の外で活動している女性ＮＧＯ

やその他の後援団体と密接に協力していかなけれ

ばならない。

しかし、同議員は、意思決定における女性の参

加は、彼女達が教育やヘルスケアを受けることが

できるかどうか、そして彼女達が権利を行使する

ことができるかどうかにかかっていることを指摘

した。女性の生活は、高い妊産婦死亡率、高い

ティーンエージャーの妊娠率、性行為感染症およ

びＨＩＶ／ＡＩＤＳの増加、特に青年期人口の安全

でない妊娠中絶、学力の低下、権利の欠如などに

よって依然として特徴づけられている。ダイン議

員は、性と生殖に関する権利（セクシャル．アン

ド・リプロダクテイブ・ライツ）を含む女性の権

利が女性の安全と尊厳にとって普遍的かつ基本的

なものとして認識される必要があることを強調し

た。それを宗教的もしくは文化的な習慣より重要

度の低いものとみることはできない。性に関する

権利は北京行動綱領に含まれなければならず、綱

領の中で人権に関する部分において保留となって

いる用語はすべて採択されなければならない。ダ

イン議員は、ごくわずかの国がありとあらゆる手

段を駆使して女性の人権を擁護する合意を妨げ続

けるようであれば、国連会議におけるコンセンサ

スによる意思決定の伝統を放棄して、多数決によ

る決議を採用するべきであると主張した。

何人かの代表がカイロで達した合意に対する強

い支援を表明し、ＩＣＰＤ行動計画の実施を求め

た。北京におけるこの合意への支持と括弧の削除

は、男女の平等と持続可能な人間の発展に向けた

さらなる進歩のために最も重要な事柄であると見

なされた。これに関連して、北京における討議を

導くためには以前に合意した文言や概念に精通し

ておかなければならない、とある代表が強調し

た｡｢多数決による意思決定を選択し、カイロの合

意を撤回しようとする国々を孤立させる」という

ダイン議員による提案を何人かの参加者が支持し

た。特に女`性国会議員は、他の女性を引き連れて

前進する力でなければならない。

ダイン議員が債務負担の軽減や貿易不均衡を含

む開発関連問題の大きさに焦点を合わせたことに

対して、多くの代表が彼女への賞賛を送った。先

進工業国と発展途上国の女性が力を合わせてマク

ロ経済の問題に取り組み、発展途上国に住む女性

の生活状態に大きな悪影響を及ぼしているプロセ

スや組織の決定を変えるのは重要なことである。

ある代表団は、女性が金融制度を利用しやすくす

ることを目的とした地域レベルと国レベルの開発

銀行を設立することを提案し、そのような提案を

支持するよう先進工業国の女性に訴えた。

また、ある代表団は、政府開発援助がその受益

者として女性を想定し、その援助が女性の手に確

実に渡るようにするうえでの問題を指摘した。女

性は北京の女性会議のような公開討論の場を利用

して、開発援助をより効果的に受けるために他の

国々の女`性団体や女性代表団との協力関係を築く

べきであるという提案があった。同様に、ある代

表は、国レベルで女性の代表が少ない原因の一部

は、立候補に必要な財源が乏しいこと、そして男

性であれば利用できる伝統的なネットワーキング

・システムが欠如していることにある、と述べ

た。その代表は、相互支援のための－戦略として

女性が国際女性ネットワークを作り、それを強化

することを求めた。

複数の代表団は、最も効果的な予防策として女

児向けの健康教育と性教育が最大の問題であると

考えていた。国会議員は性と生殖の権利を政府の

優先事項にする働きかけを行い、それにはこれら

の目標の実現に向けた財源の割り当ても含まなけ

ればならない。一部の国における学校での性教育

への反対意見に対し、いくつかの代表団はオラン

ダでの実績のとその好結果を興味深い事例として

あげ、事実をもって恐怖心と戦うため、性教育導

入の前と後でティーンエージャーの行動にどのよ

うな変化があるかについてもっとデータを集める

べきである、という提案があった。

ある代表団は、女性の人権の侵害にも他の人権

侵害と同じような国際的な制裁を課すべきであ

る、と提唱した。ある代表は、宗教指導者などの
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女性の権利に反発する勢力、そして女性を安い労

働力として利用する一部の開発プログラムの悪影

響に対する懸念を表明した。

地元の状況や優先度に基づいた国ごとの行動計

画の必要`性を複数の代表団が強調した。女性議員

の数が少ないため、変化を実現し、カイロとコペ

ンハーゲンの合意をプログラムに転換して男女の

平等と人間としての発展を達成することができる

かどうかは、地域社会や草の根グループの関与に

かかっている。

Ｆ
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ｌ
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ＩＭＰＧＰＤから第４回世界女性会議への提言に

ついてのセッションは、ウルミラ．Ｃ・パテル議

員（インド)、リソース・パーソンは堂本暁子参

議院議員（日本)、秘書をマリ・シモンネン（Ｕ

ＮＦＰＡ)、記録をアナ・アンガリータ（ＵＮＦＰ

Ａ）が担当した。

堂本参議院議員は、日本の女性国会議員が大き

な勝利を収め、北京の第４回世界女性会議におい

て「日本代表団の団長が生殖に関する権利につい

て発言をする」という約束を総理大臣から取り付

けたことを報告した。この約束を取り付けるため

に１年を要したが、彼女はそれが日本、さらには

女性の生殖に関する権利を公式に認めていない他

の国々に波及効果をもたらすことを期待してい

る。

堂本参議院議員のプレゼンテーションは、７月

31日から８月４日にかけてニューヨークで行われ

た非公式会議の報告を中心に行われた。これらの

会議は、北京行動要綱の草案における括弧や論議

の的となっている文言を削除する機会を代表団に

与える試みとして、国連経済社会理事会によって

権限を委譲されたものである。

同議員は、青年期の人口と生殖に関する健康と

権利（リプロダクテイブ・ヘルス．アンド・ライ

ツ)、親としての権利、教育、資源、家族構成な

どの括弧書きされた北京行動要綱の草案における

最も論争の的となる問題について発言した。

青年期の人口と生殖に関する健康と権利につい

て、各国政府がＩＣＰＤ行動計画において生殖に

関する健康の教育、情報、ケアの分野における青

年期の男女の権利を守り、それを奨励すること、

そして青年期の人口による妊娠の数を減少させる

ための行動を起こすことを既に約束している事実

を強調した。同議員は、こうした約束が北京行動

要綱においても確実に維持されるよう国会議員が

目を光らせなければならないことを強調した。

また堂本参議院議員は、非公式会議が生殖に関

する健康と権利について肯定的な結論に達したこ

とを述べた。この勧告文には、世界人権会議にお

けるウィーン行動計画に述べられているように、

女性の人権が普遍的人権にとって不可欠の一部で

あると述べられている。

同議員は、行動綱領における親の権利の討議が

青年期人口のニーズと権利を直接に侵害するもの

であることを認識する必要性を強調した。その結

果、生殖と性に関する健康の教育への言及は、行

動綱領において依然として括弧書きされたままで

ある。特に論議の的となる問題は、正規の学校制

度に生殖と性行動に関する健康の教育を含めるこ

とである。

家族構成の問題について、堂本参議院議員は、北

京の行動綱領においても‘FamilyStructures”

という複数の家族構成を示す表現を用いることに

よって、複数の形態を持つ家族に言及するカイロ

とコペンハーゲンの文言を維持する必要があるこ

とを強調した。

最後に堂本参議院議員は、北京での文書が後退

でなく進歩となるであろうこと、そして北京の後

もそれが続くことを指摘し、北京で達した合意の
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加者の提案を何人かの参加者が支持した。これと

同じ流れで、ある参加者は北京行動綱領の実施に

向けた地球規模の議員ネットワークを作ることを

提案した。また、北からの資金提供と協力の必要

性についての提案も何人かの参加者によって強く

支持された。ある参加者は、情報ネットワークの

創設、そして女性議員を組織化する際に元議員を

含める必要性を提案した。

フォローアップを行うために地域の中心地とコー

ディネーターを指定することを提案した。

何人かの参加者は、家族構成の問題、そしてそ

の用語が異`性愛のカップルおよび夫婦に対しての

み使われるようにするための議論を重ねる必要性

を提起した｡｢女性によるプロジェクトを交換する

ための議員ネットワークを作り、女性に関係する

プロジェクトへの支援の輪を作る」というある参

このセッションは、清水嘉与子議長がセッショ

ンの議長を務め、エドナ・マゾングウェ議員（ジ

ンバブエ）が、会議の総括報告責任者として東京

宣言の草案を提出した。その後、広範囲に渡る討

論が行われ、宣言は満場一致で採択された。

宣言の最終文は別項のとおり。

討議では、東京宣言に含めないことを決めたい

くつかの注目すべき提案があった。例えば、ある

提案は、セクシャル・ハラスメント、家庭内暴

力、妊娠していない証明を雇用者が女性から求め

ることなどの摘発、非難、フォローアップができ

るように人権委員会に女性議員が必ず参加するよ

うにする必要性を強調した。この提案は、女性の

人権を守るための法的仕組みや政府機構の設立も

提案していた。

宣言のパラグラフ11に関連して行われた別の提

案は、女性の国家経済への貢献を評価・測定する

ために量的な指標を創り出すことの重要性を強調

した。ある参加者は、宣言のパラグラフ24に関連

して、女性の意見を代弁するために、公共メディ

アを自由に利用できることが重要であると強調し

た。別の参加者は、宣言のパラグラフ22に関連し

て、ジェンダー関連の問題についてさらに研究を

進める必要`性を強調した。

５番目の提案は、南北間の望ましくない貿易の

バランス、そしてそれに伴う社会と経済秩序の不

均衡について、債務支払いや構造調整プログラム

が、貧しい人たちの中でも最も貧しい女性や子供

に特に影響を与えていることを強調｡この提案

は、新しい経済秩序を作り出す決定を行い、これ

までの負債の一部を帳消しにすることをドナー国

および国連に求めている。また、それは南に貸与

を行うのではなく、南との貿易を改善することも

北に求めていた。

何人かの参加者は、紛争の解決を取り扱った提

案を行っていた。その一人は、戦争以外の方法に

よって紛争を解決することを政府に求めることを

提案した。別の－人は、政治的または宗教的な目

標を達成する手段としてのテロ行為を強く非難し

た。

宣言に含まれる３つの段落に対して代表団、パ

ラグラフ16についてはバングラデシュ、パラグラ

フ22はギニア、イラン･イスラム共和国、パキス

タン、シリア．アラブ共和国、パラグラフ25はバ

ングラデシュから留保の意思表示があった。
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式｛■閉

閉会式は清水嘉与子会議議長によって、ナフィ

ス・サディック博士も参加して行われた。閉会挨

拶は国際家族計画連盟の新任の事務局長であるイ

ンガー・ブリュッゲマン女史が行った。

要な合意であったという意見である。カイロでの

合意は北京で強化されるであろうし、性行動およ

び生殖に関する健康に関する用語で保留となって

いる用語は女性会議の行動綱領では採択されるで

あろう。また、女性の人権は普遍的なものであり

不可分なものであるということが改めて確認され

るであろうという見通しを述べた。とは言え、こ

れらの努力が最終的に実を結ぶかどうかは、女性

と男性の生活に国会議員がどのように関わり合い

を持つかによって決まるであろう。この点から、

結論としてブリュッゲマン事務局長は国会議員に

対して公正、開発そして平和という共通の目標を

達成するための世界共同体の活動的なメンバーと

なるように呼びかけた。

ブリュッゲマン事務局長は、参加者に対して非

常に生産的な会議であったことと、合意によって

採択された宣言が包括的であったことに対して祝

辞を述べた。1985年のナイロビ会議で達成された

ことと今回の東京会議の内容を比べたとき、その

進歩を見ると希望を持つことができると述べた｡

またブリュッゲマン事務局長は、国際人口・開発

会議以前にはリプロダクテイブ・ヘルスとセク

シャル．ヘルスおよび安全でない中絶が女性の健

康と生活に与える影響という観点は、ほとんど見

ることができなかったと述べた。 清水嘉与子議長は参加者が果たした会議成功の

ための重要な貢献に対して謝意を述べ、この会議

で得られた連帯を第４回女性会議まで維持するよ

うに強く求めた。議長は、この東京宣言を北京で

十分に浸透させたいという希望を述べ、閉会し

た。

ブリュッゲマン事務局長によると、国際人口・

開発会議行動計画は他のいかなる国連主催の会議

にも増して男女の公正、平等と女性のエンパワー

メン卜を強調し、さらに性行動に関するおよび生

殖に関する健康の手順を強化するうえで、最も重

－－≦菫二二二
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閉会挨拶

目的達成のため、それぞれの国に帰って何をするかが重要

｜ＰＰＦ事務局長

インカ．－.ブリュッゲマン

ス）についての概念、そして

危険な中絶によって、女性が

生活面や健康面で強いられて

いる犠牲に対して払わなけれ

ばならない努力については、

ほとんど何も述べていません

でした。これらの問題を協議

するのは、昨年の国際人口・

開発会議まで待たなければな

らなかったのです。昨日、私

達は国連人口基金事務局長で

あるナフィス・サディック博

士の力強い声を聞くことがで

き、昨年のカイロ会議Ｉこよっ

議長、国会議員の皆様、そ

してご参会の皆様。

閉会の辞を述べることがで

き、光栄に思います。私がこ

れから国際家族計画連盟の事

務局長として新しくそして大

きな乗り越えるべき挑戦を行

おうという最初の日にあたる

本日、このような機会を与え

られたことはよい前兆ではな

いかと思います。退任された

国際家族計画連盟事務局長の

ハルフダン・マーラー博士

が、今年の世界人口の日|こへ

て重要な一歩を踏み出したことを再認識すること

ができました。それは、人口学的な側面だけに注

目するのではなく、女性と男性の性行動および生

殖に関する健康のニーズ、特に若者の男女のそれ

を明確にした初めての大規模な人口会議だったの

です。

サディック博士が昨日述べられたように、ＩＣＰ

Ｄ行動計画は、カイロで激しい反対にあい、北

京で再び矢面に立たされているものの、ジェンダー

の公正（Genderequity)、平等（Equality)、

女性のエンパワーメントを重視し、性行動および

生殖に関する健康に対する論議を高めるという点

では他の国連会議から出されたどのコンセンサス

よりも優れたものです。私達は、この重要なコン

センサスが北京で忘れられたり放棄されたりする

ことを許してはならず、それをさせるわけにもい

きません。これらの重要な目標を追求するかどう

かの議論は既にカイロで決着がついています。

ラルド・トリビューン紙に書かれた論説のコピー

を皆様にお配りしております。私といたしまして

は、これらの問題に対する彼の強い確信と関与を

受け継ぎ、これからも継続させる所存でございま

す。

私はこの時を得た会議の内容に注意深く耳を傾

け、採択された宣言にとても満足いたしておりま

す。特に今検討を行ったばかりの東京宣言で述べ

られている課題、乗り越えられるべき挑戦そして

要求を、１０年前にナイロビで開催された前回の国

際女性会議において私達がとりえた立場と比較す

ると、将来に希望が持てる前進があったと感じる

ことができました。確かにナイロビ会議は国際的

な女性運動の政治的な前進となり、効果的な家族

計画プログラムが女性の生活と健康や彼女達の子

供の健康に大きな恩恵をもたらすことを確認はし

ましたが、より広範な生殖と性行動に関する健康

（リプロダクテイブ.アンド・セクシャル・ヘル
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今、問題なのは、それをどうやって実施するかで

す。この会場にいらっしゃる政治の世界で活躍さ

れている女性および男性の皆様は、この実施を行

ううえで極めて重要な方々です。

これをどのように行うべきかについては、今

朝、堂本暁子議員から明確なご指摘がありまし

た。皆様の声を北京に届けることは重要です。カ

イロでの成果やコンセンサスが北京で確実に強化

され、できればそれが承認されて、その政治的な

関連性が十分に理解されるようにする必要があり

ます。その時初めて、それはすべての人の生活状

態を改善するための国際的な社会契約の真の一部

となるのです。北京での行動綱領の合意はすべて

の人の生活条件の改善のための新たな第一歩とな

りますが、それを実施するためには固い政治的な

決意が必要となります。

ることを、自らの代表団が支持し、理解するのを

手助けしていただくよう、皆様にお願い致しま

す。

女性と男性の権利の平等が、平等、開発、そし

て平和のための行動の中核を成すことは明らかで

す。

議長。最後になりますが、今朝申し上げました

ように、北京は長いプロセスの中での重要な足が

かりであり、それ自体が目的ではなく、目的のた

めの手段であります。私達は北京によって自らの

考えを凝縮し、これからの道しるべとすることが

できます。私達が成功を収めるかどうかは、私達

が今東京で何をする力､とか、来週北京で何をする

かで判断されるのではなく、私達がそれぞれの国

に帰って女性と男性の生活の現実に取り組んだと

きに何をするかによって判断されるのです。

議長および代表者の皆様。私が先だって本で読

んだ言葉､｢世界は性別によって分けられるのでは

なく、活動的な人とそうでない人とに分けられな

ければならない」をもちまして私の挨拶を終わら

せていただきます。

私達はこれから北京へと向かいます。桜井先生

が昨日の開会のご挨拶で指摘されていたように私

達は北京で'性の違い、国の違い、そして文化の違

いについて考えるのではなく、国際社会の活動的

な一員として一致団結し、平和をもたらすような

公平と開発のためにあらためて私達の活動を捧げ

ようではありませんか。

一度に完壁な世界を作るのではないということ

を思い出しましょう。政治は可能性の芸術です。

みんなで想像力、説得力、そして文書にしたこと

を実行するために必要な忍耐力を持った素晴らし

い芸術家になろうではありませんか。

個人的な話になりますが、この有益な会議を主

催してくださった日本の友人たちに感謝したいと

思います。皆様の前でお話をさせていただく機会

をいただき、有り難うございました。女性、人

口、開発に関する私達共通の目標に向け、ＩＰＰ

Ｆ、ＵＮＦＰＡ、そして皆様全員と緊密に協力して

ゆけることを楽しみにしております。

皆様方の多くより、北京で議論され直面するこ

とになるさまざまな問題についてのご指摘があり

ました。北京会議を前にして行われた、この２日

間の話し合いに基づき、本日私達が北京に持ち帰

ることのできる建設的な行動のいくつかをここで

思い出してみたいと思います。

まず、皆様に対して、皆様方の政府代表団がカ

イロでの成果を維持し、生殖と性行動に関する権

利（リプロダクテイブ．アンド・セクシャル・ラ

イツ）に関連する現在保留になっている表現が行

動綱領（PlatformforAction）の一部として確

実に採択されるよう努力していただけるように懇

願されました。次に、皆様が参加されている代表

団が、ウィーンで既に達している女性の権利につ

いての合意、特にすべての人権が普遍的で、不可

分であり、相互に依存し、相互に関係しているこ

とを再確認し、幅広い視点のもとで行動綱領の文

言に反映するよう、皆様の強い支持をお願い致し

たいと思います。また、その女性の権利が普遍的

人権以外の何物でもないこと、すなわちそれがそ

うした普遍的人権から切り離すことのできないも

のであり、その一部を成し、それとは不可分であ
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世界57カ国から集まった私達、国会議員は、第４回世界女性会議に先駆け、1995年８月31日

と９月１日、東京で開催された国際女性・人口・開発議員会議に参加し、討議を行った。

１．ジェンダー、人口・開発問題に適切な注目を集めるうえで、国会議員が果たさなけれ

ばならない、特別のそして重要な役割を再確認するとともに、この分野における国会議員の

ネットワークを各国レベルで、地域レベルで、そして地域間レベルで発展させ、交流と協力を

強化させることの重要性を再確認する。

２．適切なそして関連する教育と性行動に関する健康と権利を含む、生殖に関する健康と

権利（リプロダクテイブ・ヘルス・ライツ）および性行動に関する健康と権利が公正にそして

誰でも利用できるようになることが、青年期の人々を含むすべての個人の生活条件の改善、お

よび女性のエンパワーメン卜および発展のための前提条件であるという私達の信念を確認する。

3.1985年ケニアのナイロビで開かれた第３回世界女性会議以来、地域内、地域間や国内

においてもまた、国による進歩の違いは存在するとしても、世界の女性をとりまく教育や健康

の状況の向上がなされたことに注目する。

４．多くの女性にとって受け入れがたい状況が、農村社会および都市社会の周辺に追いや

られた社会において今なお存在している。発展途上国において、そして先進国においてもある

部分の人口の貧困の女性化が拡大し、女性は、今なお自らの手でその状況に働きかけるしかな

いのである。

５．戦争や紛争の中で最初に被害を受けるのは女性と子供であり、平和と正義なくして男

女平等と開発はありえないことを強調し、認識する。

６．女性と少女の人権は、ウィーン人権宣言および行動計画で述べられた意味での普遍的

人権および基本的自由の不可分な、統合された、外すことのできない一部であることを強調す

る。

７．さらに、この認識に基づいて、文化および宗教は女性と少女の人権を促進するような

形で解釈され、行動に移さなければならない。
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８．第４回世界女性会議は、ジェンダーに関連する問題を含む、開発に関する問題の地球

規模的な解決を捜し求める、これまでに開かれた、そして今後開かれる環境・開発会議、世界

人権会議、国際人口・開発会議および世界社会開発サミット、ハビタットⅡの主要な一連の国

連会議の不可欠な一部であることを認識する。

９．また、男性と同等の権利と地位を女性に保証することを目的とし、女性を人間開発の

担い手とするための目標と戦略を見いだそうとしている第４回世界女性会議の持つ高い重要性

を認識する。女性に男`性と同等の権利と地位が確保されることなくして、女性は人間開発の担

い手とはなりえないことを認識する。

ｌｑさらに、女性のエンパワーメントおよび男性と平等の健康サービス、雇用、政治参加

および経済資源の利用、特に金融制度、土地所有および相続権の利用につながる必要なかつ関

連した教育を行うことは、人口、持続可能な開発および持続的な経済成長の相互に関連した課

題を解決に導くうえで基礎となるものである。

１１．家庭の内外における女性労働に価値を与え、女性が同一労働・同一賃金を受けるべき

であり、労働組合などの組織においても平等の支持を得られるようにすることを強調する。

１２．人口・開発プログラムを計画し、実行するうえで、女性のＮＧＯ組織を含むＮＧＯ組

織の役割と経験の重要性を強調する。

13．女性の経済・社会的地位の低さが、彼女らの生活の質、家庭、健康、特に生殖に関す

る健康および権利（リプロダクテイブ・ヘルスおよびライツ）および性行動に関する健康と権

利に悪い影響を与えることに注目する。

14．この点から、女性の社会的・経済的地位の低さが、乳児・妊産婦の疾病および死亡

率、女性のＨＩＶ／ＡＩＤＳ感染の世界的な急増、女性の性器切除、性選別、早婚およびある種

の新しい生殖技術の商業化など健康に有害または非人間的な慣行および、性的虐待、搾取と暴

力に曝される主な原因となっていることを強調する。

15．青年期の人口の一部が、高い妊娠率を持っていること、経済環境の悪化が、若い女性

にとって搾取と売春、女性と子供の売買、麻薬そして安全でないセックスに対する危険性を増

し、現時点でさえ不十分な、生殖に関する健康（リプロダクテイブ・ヘルス）に関する情報と

サービスを利用できなくなっていることに注目する。

16．この点から、第４回世界女性会議に対し、これまでになされた国連会議および女性差

別撤廃条約、ナイロビ将来戦略、世界人権会議宣言および行動計画、国際人口・開発会議行動
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計画、および世界社会開発サミット宣言および行動計画の文書で築き上げられた目標と公約を

確認し、強化することを要請する。

17．ＩＣＰＤ行動計画の中で、貧困の根絶、女性の政治、経済、社会的エンパワーメント、

女性に対するあらゆる形態の暴力の排除、青年期の人口に対する情報とサービスの提供を含む

生殖（リプロダクテイブ）および性行動に関する健康と権利、公衆衛生における重大な課題と

しての安全でない中絶が健康に与える影響の問題を扱うこと、家族計画サービスを拡大し改善

することで中絶を減らすこと、に対して私達が強力に関わっていくことを再確認する。

18．社会に対する役割と貢献に対する態度と考えを男性と女性の双方が変える必要性があ

ることを強調し、男女が共に手を携えて女性のエンパワーメン卜および、経済、文化、政治、

および社会生活のあらゆる側面で男女の（ジェンダー）平等と公正を実現するために働くよう

強く求める。

19.さらに女性が自らを尊敬し、価値を自覚し、社会における彼女達の多様な役割に対す

る尊敬のもとで、他の女性達が自らの持てる力を十分に活用し、選択の幅を最大限広げること

を支援することが必要であることを強調する。

２０．この点から、すべてのメディアにはその活動を通じて男女の不平等を助長し、少女の

自尊を破壊するような、ステレオタイプを排除する重要な役割を持っていることを認識させる。

し行動の呼びかけ

立法者として、また人々の代表としての私達に与えられたユニークな役割に基づき、世界の

あらゆる地域の国会議員に呼びかけを行う；

２１．既に開催された国際および地域会議で、各国がその実行を誓約した行動計画、プログ

ラムおよび資金の配分を実現するよう働きかける。

２２．政府に対し、ジェンダーの問題を政府の開発戦略、政策とプログラム、特に人口と開

発活動に関する立法を行う（この立法には、各国および地域の憲法に基本的な人権として男女

平等と公正を盛り込むことを含む）場合に、十分考慮にいれるよう求め、2005年までには国

際、国家および地方レベルで、選挙で選ばれた、または任命職にある人を含む政府の構成員の

少なくとも50％を女性にするようにする。そして、このような政策やプログラムをモニター

し、評価するためのメカニズムを作り、またはそれが存在するところでは強化するよう強く求

める。
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２３．女性の法的、健康における、社会的、経済的地位および権利の改善、および男性がリ

プロダクテイブ・ヘルス、育児、家庭の責任を持つための政策やプログラムの制定を政府が実

施可能にするための立法を行う。

２４．政府が初等および中等学校のカリキュラムで女性と少女の全体的な健康状態の向上と

責任あるパートナーシップを促進することを目的とした包括的な健康教育を行うことを促進する。

２５．女性差別撤廃条約に署名していない各国政府に対して、その国会が条約に批准し、実

施をモーターするようアピールを行う。

２６．政府に対し、開発政策と法が家族の安定性を増し、さまざまな形態の家族、特に、片

親家族や女性が世帯主である家族の増加を考慮にいれ、家族をより支援できるよう強く求める。

２７．さらに、政府に対し、難民の立場にある人に対して性差による迫害があることを認識

させ、移民、難民および避難民（特に女性と子供）に対するあらゆる形態の差別を避けるため

のステップを踏み、彼女達の人権が踏みにじられ無視されることから彼女達を守るように求める。

２８．開発と女性の地位の改善を図り、男女の平等および公正をもたらす戦略を実行するう

えで、政府とＮＧＯ、市民社会、および民間企業の効果的な対話と協力関係を確保する。

２９．女性のエンパワーメン卜と男女の平等を擁護し、カイロと北京の目標と勧告の実施を

見守り、目標と勧告を現実のものとするために必要となる資源の動員に特に注意を払う。

３０．各国政府に対して核廃棄物の投棄と核兵器の実験に確固として反対する世界の女性の

見解を支持するようアピールを行う。特に、太平洋地域の人々はこのような現実を押しつけら

れており、また核実験の再開を阻止する力を持っていないのである。

３１．資金提供を行っている地域と国（ドナー・コミュニティ）に対し、政府開発援助を各

国の国民総生産（ＧＮＰ）の0.7％にするという、既に合意された目標をできるだけ早く達成す

るように呼びかけ、その50％を女性とジェングー関連活動、同様に人口問題に対する活動に振

り向ける（イヤーマークする）ように強く要請し、その資源の利用状況をモーターする。

３２．また、先進国と開発途上国の当時国が相互主義の基盤に則り、パートナーとして、特

に軍事支出の削減を通して資源を配分し、均等に、政府開発援助の20％をそして国家予算の２０

％を基礎的な社会プログラムに配分することを強く要請する。
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３３．政府に対し、特に予算の削減と構造調整および経済回復プログラムの過程にあって

も、女性とジェンダー関連のプログラムに対する予算の水準を維持し、引き上げることを求め

る。

３４．国際的な金融機関に対して構造調整およびに経済復興プログラムが社会およびにジェ

ンダーおよびにそのニーズに対して十分配慮したものであり、それを解決に導きうるようなも

のとなるよう強く求める。

３５．政策およびプログラムを支援するための十分な国内資源を動員し、分配することに対

する選挙区の人々の支持を喚起する。このことが、より一層の男女の平等、社会開発の推進、

特に農村社会および都市社会の周辺に追いやられた社会に特別に配慮した人口問題の解決をも

たらすのである。

私達はここに私達の個人的な関わり合いから、この宣言に述べられている勧告を政治的な行

動に移し、私達が参加する、第４回世界女性会議および私達の各国の立法を行ううえで、国際

人口・開発会議の成果が確実に継承されるよう、自らの問題として関わり続けていく。

”



国連第４回世界女性会議

および列国議会同盟(IPU)の曰に参加して

国際女性・人ロ・開発議員会議議長

参議院議員崔
旧

水 嘉与子

９月４日から15日まで第４回世界女性会議が北

京で開かれ、前半の１週間、参加する機会を得

た。参議院から派遣された政府代表顧問団の一員

であると同時に、私にとっては直前に東京で開か

れた「国際女性・人口・開発会議」の議長とし

て、そこでまとめ上げた「東京宣言」を北京で発

表するという役割を担っての参加であった。

世界の国会議員が民主的なプロセスを経て自由

な発言を尽くしてまとめ上げた意見の持つ意味は

大きい。いうまでもなく、国会議員は直接国民か

ら選ばれ、その意思の表明を委託されている。そ

して、政府に対してその意見を政策のうえに強く

反映させ、審議する立場にある。

もともとこの会議の母体になった「人口と開発

に関するアジア議員フォーラム（ＡＦＰＰＤ)」は

このような国会議員の立場こそが人口問題解決の

鍵となるという信念に基づいて設立されたと聞

く。人口問題が決して強制することのできない問

題であるからこそ、国会議員の果たさなければな

らない役割は大きい。人口問題の主体はいうまで

もなく女性である。この意味で今回、国連の第４

回世界女性会議の前に開かれた「国際女性・人口

・開発会議」は人口、女性問題を解決するうえで

その触媒となりうる大きな意味を持ったものだっ

たのである｡

８月31日と９月１日に、東京ホテルニューオタ

ニで開催された「国際女性・人口・開発会議（Ｉ

ＭＰＧＰＤ)」には、昨年の世界人口会議で合意を

得た「行動計画」のフォローと、北京で採択され

る「行動綱領」の内容がカイロ会議より後退する

ことなく、一歩でも前進するために努力しよう

と、世界57カ国から90名の国会議員が参加した。

ＩＭＰＧＰＤに参加した議員のほとんどが、日頃

から人口と開発問題に関心を持ち、行動してきた

議員であったことから、熱心な討議を経て画期的

な内容を持つ「東京宣言」が採択された。このこ

とはＩＭＰＧＰＤを世界女性会議の直前に開催さ

れた国際的な議員会議として、より重要な意味を

持たせることになった。参加者のほとんどがまた

世界女性会議の参加者でもあったからである。

ところが、この「国際女性・人口・開発会議

東京宣言」を「第４回世界女性会議」の場で発表

することができなかったのである。人口開発問題

の国際的な議員組織である「人口開発に関する国

会議員世界委員会（ＧＣＰＰＤ)」が正式に登録申
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私達は中国到着早々、核実験反対の記者会見を

計画していたところ、突然日程が変わり、場所が

変わり、外国人記者の締め出し……。どこでどう

なったのやら分からずじまい。しかし今後もあき

らめずに核実験反対の姿勢を貫かねばならない

と、決意をさらに固くした次第である。

請をしてあったにもかかわらずである。その間の

経緯に何があったかということは、今のところわ

からない。しかし、国民の代表である国会議員会

議が重要視されなかったことは確かである。

各国の国民の代表として選ばれ、政府に対して

その予算の執行を議決する立場にある国会議員

が、この問題に積極的に関わることなく、人口、

女性問題の解決はありえないと信じる。国会議員

の活動が独自の地位を保ち、認められるよう国連

関係者各位に強く望みたい。

各種の国際会議において合意を得、「行動綱

領」なり「行動計画」なりが採択されても、それ

を法制化し、具体化していくために果たす国会議

員の役割は大きい。国会議員の強い意志を示すた

めに、国際会議における議員の役割をもっと重要

視する必要がある。まず国際的な議員会議の位置

付けを単にＮＧＯの１つと扱うような姿勢は改

めるべきではないだろうか。

「東京宣言」は、９月７日に開かれた列国議会

同盟（ＩＰＵ）の日に紹介する機会を得た。開会と

同時に100名を超える発言希望者が殺到するとい

う中で発言の機会を得るのは至難の業だったが、

堂本暁子議員の迫力ある根回しが功を奏したの

だった。ここに同議員に深く感謝したい。他にも

東京会議での熱心な議論の模様を紹介する発言が

あった。

北京の晴天を期待していたがほとんど期待外

れ。ＮＧＯ会場の懐柔県は北京とも離れてお

り、北京市内でのＮＧＯの活動も制約をうける

など、参加者の不満の声も聞かれたが、35,000人

ともいわれる世界の女性達が繰り広げるパフォー

マンスに、中国側がピリピリしたのも致し方ある

まい。それ以上に一般市民にかけた迷惑の方が気

になった北京会議であった。１年半前に訪れた時

の雑踏と生活臭に猯れていた街は、いつの間にか

車や自転車もない、ひどく静かで清潔な街に変身

していたのである。

また核実験再開に抗議して、ニュージーランド

の議員より、「東京宣言」に盛り込まれた２つの

文章（戦争被害者はまず女性や子供。核廃棄物投

棄や核実験阻止｡）を引用して、ＩＰＵ行動計画案

に加えるよう修正文が提案された。日本の女性議

員団はニュージーランドの修正案を強く支持した

が、政治的問題は取り上げないとの議長裁決で、

前半だけ採択となった｡(皮肉なことに、議長国は

中国、副議長国はフランスであった｡）
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資料

lnternationalMeetingofParliamentarians
on

Gender，PopulationandDevelopInent

ＴＯＫＹＯＤＥＣＬＡＲＡＴＩＯＮ

１Septemberl995

Ｗｅ，theparliamentariansfrom57countriesattendingtheInternationalMeetingof

ParliamentariansonGender，PopulationandDevelopment，ｉｎTokyo，Japan，ｏｎ３１

ＡｕｇｕｓｔａｎｄｌＳｅｐｔｅｍｂｅｒｌ９９５，inaddressingourseIvestotheissuesbeforethe

FourthWorldConferencｅｏｎＷｏｍｅｎ（ＦＷＣＷ），

１．ＡｆｆｉｒｍｔｈｅｕｎｉｑｕｅａｎｄｉｍｐｏｒｔａｎｔｒＯｌeofparliamentariansinensuring

adequateattentiontogender，populationanddevelopmentissuesａｎｄ，correspon-

dingly，recognizetheneedtodevelopnetworksamongparliamentariansatthe

nationaLregionalandinterregionallevelstostrengthenexchangeandcooperation;

２．Affirmourbeliefthatequitableanduniversalaccesstoeducationand

reproductivehealthandrights，includingsexualhealthandrights，ａｒｅａｐｒｅ－

ｒｅｑｕｉｓｉｔｅｆｏｒｉｍｐｒｏｖｉｎｇｔｈｅｌｉｖｉｎｇｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓｏｆａｌｌｉｎｄｉｖｉｄｕａｌｓ，incIudingadole-

scents，ａｎｄｆｏｒｅｍｐｏｗｅｒｉｎｇｗｏｍｅｎａｎｄｐｒｏｍｏｔingtheiradvancement；

３．Ｎｏｔｅｔｈａｔｓｏｍｅｉｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔｓｈａｖｅｏｃcurredinthesituationofwomen

worldwideineducationandhealthsincetheThirdWorldConferenceonWomeｎｉｎ

Ｎａｉｒｏｂｉ，Kenya，ｉｎ1985,ａｌｔｈｏｕｇｈｔｈｅｐａｃｅｏｆｐｒｏｇｒｅｓｓｈａｓｂｅenunevenbetween

andwithinregionsandcountries；

４．Recognizethemajorchallengesthatstilllieaheadandtheunacceptable

conditionsinwhichmanywomen，particularｌｙｉｎｒｕｒａｌａｎｄｐｅｒｉ－ｕｒｂａｎｃｏｍｍｕｎｉ‐

ties，ｓｔＵｌｆｉｎｄｔｈｅｍｓｅｌｖｅｓａｓｔｈｅｒｅｓｕｌｔｏｆｔｈｅｉｎｃｒｅａｓｉｎｇｆｅｍｉｎｉｚａｔｉｏｎｏｆｐｏvertyin

developingcountriesalDdａｍｏｎｇｃｅｒｔａｉｎｓｅｇｍｅｎｔｓｏｆｔｈｅｐｏｐｕｌationindeveloped

countries；
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５．Ｒｅｃｏｇｎｉｚｅａｌｓｏｔｈａｔｗｏｍｅｎａｎｄｃｈｉｌｄｒｅｎｓｕｆｆｅｒｆｉｒｓｔａｎｄｆｏｒｅｍｏｓｔｕｎｄｅｒ

conditionsofwarandciviIstrifeaｎｄｓｔｒｅｓｓｔｈａｔｔｈｅｒｅｃａｎｂｅｎｏｅｑｕａＩｉtyor

deveIopmentwithoutpeaceandjustice；

６．Ｅｍｐｈａｓｉｚｅｔｈａｔｔｈｅｈｕｍａｎｒｉｇｈｔｓｏｆｗｏｍｅｎａｎｄｔｈｅｇｉｒｌｃｈｉｌｄａｒｅａｎ

ｉｎａＩｉenable，ｉｎｔｅｇｒａｌａｎｄｉｎｄｉｖｉｓｉｂｌｅｐａｒｔｏｆｕｎｉｖｅｒｓａｌｈｕｍａｎｒｉｇｈｔｓａｎｄｆｕｎｄａ‐

ｍｅｎｔａｌｆｒｅｅｄｏｍｓ，ａｓｓｅｔｆｏｒｔｈｉｎｔｈｅＶｉｅｎｎａＨｕｍａｎＲｉｇｈｔｓＤｅｃｌａｒａｔｉｏｎａｎｄＰｒｏ－

ｇｒａｍｍｅｏｆAction；

７．Emphasizefurther，ｉｎｔｈｉｓｒｅｇａｒｄ，ｔｈａｔｃｕｌｔｕｒｅａｎｄｒｅｌｉｇｉｏｎｓｈｏｕｌｄｂｅ

ｉｎｔｅｒｐｒｅｔｅｄａｎｄａｃｔｅｄｕｐｏｎｉｎｓｕｃｈａｗａｙａｓｔｏｐｒｏｍｏｔｅｔｈｅｈｕｍａｎｒｉｇｈｔｓｏｆ

ｗｏｍｅｎａｎｄｔｈｅｇｉｒｌｃｈｉｌｄ；

８．RecognizethattheFWCWisanintegralpartofaseriesofmajorUnited

Nationsinternationalconferencestｈａｔｈａｖｅｔａｋｅｎｐｌａｃｅｏｒａｒｅｐｌａｎｎｅｄｉｎｔｈｅｎｅａｒ

ｆｕｔｕｒｅ，ｉｎｃｌｕｄｉｎｇｔｈｅＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅｏｎＥｎｖｉｒｏnmentandDevelopment，ｔｈｅＷｏｒｌｄ

ＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅｏｎＨｕｍａｎＲｉｇｈｔs，thelnternationalConferenceonPopulationand

Development，theWorIdSummitforSocialDevelopｍｅｎｔａｎｄＨａｂｉｔａｔⅡ，tofind

globalsolutionstodevelopｍｅｎｔｐｒｏｂｌｅｍｓｉｎｃｌｕｄｉｎｇｔｈｏｓｅｒｅＩａｔｉｎｇｔｏｇｅｎｄｅｒ；

９．RecognizealsothecriticalimportａｎｃｅｏｆｔｈｅＦＷＣＷｉｎｐｒｏｖｉｄｉｎｇｆｏｒ‐

ward-lookinggoalsandstrategiesｔｈａｔｗｉｌｌａｉｍａｔｇｕａｒａｎｔｅｅｉｎｇｗｏｍｅｎｅｑｕａｌ

ｒｉｇｈｔｓａｕｕｄｅｑｕａｌｓｔａｔｕｓｗｉｔｈｍｅｎａｎｄｅｎｓｕｒｅｔｈａｔｗｏｍｅｎａｒｅｓｅｅｎａｓａｇｅｎｔｓｏｆ

ｃｈａｎｇｅｓｉｎｃｅｈｕｍａｎｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｃａｎｎｏｔｂｅａｃｈｉｅｖｅｄｕｎｌｅｓｓｗｏｍenareassured

thesｅｒｉｇｈｔｓａｎｄｓｔａｔｕｓ；

１０Ｒｅｃｏｇｎｉｚｅｆｕｒｔｈｅｒｔｈａｔｔｈｅｅｍｐｏｗｅｒｍｅｎｔｏｆｗｏｍｅｎａｎｄｔｈｅｃｒｅａｔｉｏｎｏｆ

ｆｕｌｌａｎｄｅｑｕａｌａｃｃｅｓｓｆｏｒｗｏｍｅｎｔｏｅｄｕｃａtionthatisrelevantandnecessaryｔｏｔｈｅｉｒ

ｅｍｐｏｗｅｒｍｅｎｔ，ｔｏhealth，ｔｏｅｍｐｌｏｙｍｅｎｔ，topoliticalparticipatiom，andtoeconomic

resources，ｉｎparticular，Credit，ｌａｎｄｏｗｎｅｒｓｈｉｐａｎｄｐｒｏｐｅｒｔｙｒights，ａｒｅｆｕｎｄａ－

ｍｅｎｔａｌｉｎｓｅｅｋｉｎｇａｌａｓｔｉngsolutiontotheinterrelatedissuesofpopulation，susta-

inabledevelopmentandsustainedeconomicgrowth；

１１．Ａｔｔａｃｈｖａｌｕｅｔｏｗｏｍｅｎ,ｓｗｏｒｋ，bothinsideandoutsidethehome，and

stressthatwomenshouldreceivｅｅｑｕａｌｐａｙｆｏｒｅｑｕａｌｗｏｒｋａｎｄｅｑｕａｌｓupport

withintradeunionsandothergroupsintheorganizedsector；
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１２．Ｅｍｐｈａｓｉｚｅｔｈｅｉｍｐｏｒｔａｎｔｒｏｌｅａｌｕｄｅxperienceofnon-govemmental

organizations，ｉｎｃｌｕｄｉｎｇｗｏｍｅｎ，snon-governmentalorganizations，inthedesign

andimplementationofpopulationanddevelopmentprogrammes；

１３．Notewithconcernthattheloweconoｍｉｃａｎｄｓｏｃｉａｌｓｔａｔｕｓｏｆｗｏｍｅｎｈａｓ

ａｎｅｇａｔｉｖｅｉｍｐａｃｔｏｎｔｈｅｉｒｑｕａｌｉｔｙｏｆｌｉｆｅａｎｄｔｈａｔｏｆｔｈｅｉｒｆａｍｉＩｉｅｓａｎｄｏｎtheir

health，especiallytheirreproductiveandsexualhealthandrights；

１４．Emphasize，ｉｎｔｈｉｓｒｅｇａｒｄ，ｔｈａｔｔｈｉｓｌｏｗｅｃｏｎｏｍｉｃａｎｄｓｏｃｉａｌｓｔatusisa

majorfactorinthecontinuedhighratesofinfantandmaternalmorbidityand

mortality；therapidincreaseofHIV/AIDSinfectionamongwomenworldwide；ｔｈｅ

ｅｘｐｏｓｕｒｅｔｏｐｒａｃｔｉｃｅｓｔｈａｔａｒｅｈａｒｍｆｕｌｔｏｗｏｍｅｎ，ｓｈｅａｌｔｈｏｒａｒｅｄｅｈｕｍａｎｉzing

includingfemalegenitalmutilation，ｓｅｘselection，earlymarriageandthecommer-

cializationofcertainnewreproductivetechuuologies；ａｎｄｔｈｅｐｒｅｖａｌｅｎｃｅｏｆｓｅｘｕａｌ

ａｂｕｓｅ，exploitationandviolence；

１５．Ｎｏｔｅｗｉｔｈｃｏｎｃｅｒｎｔｈｅｈｉｇｈ，andinsomecasesincreasing，ｒａｔｅof

pregnancyamongadolescents，ｉｎｐａｒｔｉｃｕｌａｒｉｎｔｈｅｃｏｎｔｅｘｔｏｆｄｅｔｅrioratingecono-

micconditionswhｉｃｈｈａｖｅｐｌａｃｅｄｙｏｕｎｇｗｏｍｅｎａｔｉｎｃｒｅasedriskofexploitation，

prostitution，traffickiluginwomenamdchildren，drugabuseandunsafesexual

encountersandhavediminishedtheiralreadyinadequateaccesstoappropriate

reproductivehealthinformationandservices；

１６．ＵｒｇｅｔｈｅＦＷＣＷ，ｉｎｔｈｉｓｒｅｇａｒｄ，toreaffirmandreinforcethegoalsｏｆ

ａｎｄｃｏｍｍｉｔｍｅｎｔｓｍａｄｅａｔｐｒｅｖｉｏｕｓUnitedNationsConferencesandembodiedin

suchdocumentsastheConveｎｔｉｏｎｏｎｔｈｅＥｌｉｍｉｎａｔｉｏｎｏｆａｌｌＦｏｒｍsofDiscrimina‐

ｔｉｏｎＡｇａｉｎｓｔＷｏｍｅｎ，theNairobiForward-LookingStrategies，theDeclaratiｏｎ

ａｎｄＰｒｏｇｒａｍｍｅｏｆＡｃｔｉｏｎｏｆｔｈｅＷｏｒldConferenceonHumanRights，ｔｈｅｌＣＰＤ

ＰｒｏｇｒａｍｍｅｏｆＡｃｔｉｏｎ，ａｎｄｔｈｅＤｅｃｌａｒａｔｉｏｎａｎｄＰｒｏｇｒａｍｍｅｏｆＡｃｔｉｏｎｏｆｔｈｅＷｏｒｌｄ

ＳｕｍｍｉｔｆｏｒＳｏｃｉalDevelopment；

１７．ReaffirmourstrongcommitmenttotｈｅｌＣＰＤＰｒｏｇｒａｍｍｅｏｆＡｃｔｉｏｎ，in

particulartoissuesrelatingtotheeradicationofpoverty;thepoliticaLeconomic

andsocialeｍｐｏｗｅｒｍｅｎｔｏｆｗｏｍｅｎ；ｔｈｅｅｌｉｍｉｎａｔｉｏｎｏｆａｌｌｆｏｒｍｓｏｆｖｉｏｌenceagainst

women；ｒｅｐｒｏｄｕｃｔｉｖｅａｎｄｓｅｘｕａｌｈｅａｌｔｈａｎｄｒｉｇｈｔｓｉｎｃｌｕｄｉｎｇｉｎｆｏｒｍationand

servicestoadolescents，ａｎｄｔｈｅｕｕｅｅｄｔｏｄｅａｌｗｉｔｈｔｈｅｈｅａｌｔｈｉｍｐａｃｔｏｆｕｎｓａｆｅ

ａｂｏｒｔｉｏｎａｓａｍａＪｏｒpublichealthconcernandtoreducetherecoursetoabortion
●
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ｔｈｒｏｕｇｈｅｘｐａｎｄｅｄａｎｄｉｍｐｒｏｖｅｄｆａｍｉlyplanningservices；

１８．Emphasizetheneedtochangetheattitudesandpracticesofbothmen

andｗｏｍｅｎｃｏｎｃｅｒｎｉｎｇｔｈｅｉｒｒｏｌｅｓｉｎａｎｄcontributionｓｔｏｓｏｃｉｅｔｙａｎｄｕｒｇｅｍｅｎ

ａｎｄｗｏｍｅｎｔｏｗｏｒｋｉｎｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐｔｏｅｍｐｏｗｅｒｗｏｍｅ、andtobringaboutgender

equalityandequityinallspheresofeconomic,culturaLpoliticalandsociallife;

１９．Ｅｍｐｈａｓｉｚｅｆｕｒｔｈｅｒｔｈｅｎｅｅｄｆｏｒｗｏｍｅnthemselvestorespect，ｖａｌｕｅａｎｄ

ｇｉＶｅｆｕｌｌｓｕｐｐｏｒｔｔｏｏｔｈｅｒｗｏｍｅｎｔｏｅｎａｂｌｅｔｈｅｍｔｏｒｅａｌｉｚｅｔｈｅｉｒｆｕｌＩｐｏｔｅｎｔｉａｌａｎｄｔｏ

ｍａｘｉｍｉｚｅｔｈｅｉｒｃｈｏｉｃｅｓｗｉｔｈｒｅｓｐｅｃｔｔｏｔｈｅｉｒｖａｒiousrolesinsociety；

２０．Recognize，ｉｎｔｈｉｓｒｅｇａｒｄ，ｔｈｅｉｍｐｏｒｔａｎｔｒｏｌｅｏｆｔｈｅｍｅｄｉａｉｎｅｌiminating

stereotypesinalltypesｏｆｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｔｈａｔｒｅｉｎｆｏｒｃｅｅｘistinginequalities

betweenmalesａｎｄｆｅｍａｌｅｓａｎｄｕｎｄｅｒｍｉｎｅｇｉｒｌｓ,self-esteem．

ＣａｌｌｔｏＡｃｔｉｏｎ

Givenouruniqueroleincivilsocietyaslegislatorsandrepresentativesofthe

people，ｗｅｃａｌｌｏｎｐａｒｌｉａｍｅｎｔａｒｉａｎｓｅｖｅｒｙｗｈｅｒｅｔｏ：

２ＬＵｒｇｅＧｏｖｅｍｍｅｎｔｓｔｏｈｏｎｏｕｒｔｈｅｃｏｍｍitmentsmadeatprevious

internationalandregionalconferencesandtoallocatetheresourcespledgedunder

therespectiveactionplansandprogrammes；

２２．UrgeGovernmentstointegrategenderperspectivesintotheirdevelop-

mentstrategies，policiesandprogrammes；ｔｏｉｎｃｌｕｄｅｅｑｕａｌｉｔｙａｎｄｅｑｕｉｔｙａｓｂａsic

rightsinnationalandregionalconstitutions；toenactnationallegislationtoensure

suchintegration，especiallyinpopulationanddevelopmentactivities，andassure

that，ｂｙｔｈｅｙｅａｒ２００５，womenconstituteatleast50percenｔｏｆｔｈｅｍｅｍｂｅｒｓｈｉｐｏｆ

ａｌｌｇｏｖｅｒｎｍｅｎtalbodies，includingelectedandappointedpositionsatinternational，

nationalandlocallevels；ａｎｄｔｏｅｓｔａｂｌｉｓｈｏｒｓｔｒｅｎｇｔｈｅｎｍｅｃｈanismstomonitor

andevaluateprogressintheseareas；

２３．EnactlegislationtoeluableGoverｎｍｅＢｕｔｓｔｏｆｏｒｍｕｌａｔｅａｎｄｉｍｐｌｅｍｅｎｔ

policiesａｎｄｐｒＯｇｒａｍｍｅｓｔｏｉｍｐｒｏｖｅｔｈｅｌｅｇａｌ，health，ｓｏｃｉａｌａｎｄｅｃｏｎｏｍｉｃｓｔａｔｕｓ

ａｎｄｒｉｇｈｔｓｏｆｗｏｍｅｎａｎｄｔｏｐｒｏｍｏｔｅｔｈｅｅｑｕａｌｉnvolvementofmeninreproductive
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health，child-rearingandhouseholdresponsibilities；

２４．EncourageGovernmentstoprovidecomprehensivehealtheducationin

thecurriculaofprimaryandsecondaryschoolswiththeaimofimprovingthe

overaUhealthstatusofwomenandgirlsandpromotingresponsiblepartnership；

２５．AppealtoGovernmentsthathavenotｄｏｎｅｓｏｔｏｓｉｇｎｔｈｅＣｏｎｖｅｎｔｉｏｎｏｎ

ｔｈｅEliminationofAllFormsofDiscriminationAgainstWomen，tohavetheir

parliamentsratifytheConventionandtomonitoritsimplementation；

２６．UrgeGovernlnentstodeveloppolicｉｅｓａｎｄｌａｗＳｔｈａｔｂｅｔｔｅｒｓｕｐｐｏｒｔｔｈｅ

family，contributetoitsstabilityandtakeintoaccountitspluralityofforms，

ｐａｒｔｉｃｕｌａｒｌｙｔｈｅｇｒｏｗｉｎｇｎｕｍｂｅｒｏｆsingle-parenthouseholdsandhouseholds

headedbywomen；

２７．FurtherurgeGovemmentstorecognizegender-basedpersecutionasa

caｔｅｇｏｒｙｏｆｒｅｆｕｇｅｅｓｔａｔｕｓａｎｄｔｏｔａｋｅappropriateｓｔｅｐｓｔｏａｖｏｉｄａｌｌｆｏｒｍｓｏｆ

ｄｉｓｃｒｉｍｉnationagainstmigrants，refugeesanddisplacedpersons，particularly

womenandchildren，ａｎｄｔｏｐｒｏｔｅｃｔｔｈｅｍｆｒｏｍａｂｕｓｅｏｒｄｅｎiａｌｏｆｔｈｅｉｒｈｕｍａ、

rights；

２８．EnsurethatthereiseffectivedialogueandcoUaborationamongGovern‐

ments，ＮＧＯｓ，civilsocietyandtheprivatesectorinthedevelopmentandimple‐

mentationofstrategiesdesignedtｏｉｍｐｒｏｖｅｗｏｍｅｎ，ｓｓｔａｔｕｓａｎｄｂｒｉｎｇａｂｏｕｔ

ｇｅｎｄｅｒｅｑｕａｌｉｔｙａｎｄｅｑｕｉｔｙ；

２９．Beadvocatesforwomen,ｓｅｍｐｏｗｅｒｍｅｎｔａｎｄｇｅｎｄｅｒｅｑｕａｌｉｔｙａnd

overseetheimplementationofthegoalsandrecommendationsofthelＣＰＤａｎｄ

ＦＷＣＷ，payingparticularattentiontotheneedtomobilizetheresourcesrequired

totranslatethegoalsandrecommendationsintoreality；

３０．AppealtoGovernmentstosupportthｅｖｉｅｗｓｏｆｔｈｅｗｏｍｅｎｏｆｔｈｅｗｏｒｌｄ

ｔｏｖｉgorouslyopposethedumpingofnuclearwasteandthetestingofnuclear

weapons，especiaUyinthePacificwherepeopｌｅａｒｅｉｍｐｏｓｅｄｕｐｏｎａｎｄｐｏｗｅｒｌｅｓｓ

ｔｏｐｒｅｖｅｎｔｔｈｅｒｅｓｕｍｐｔｉｏｎｏｆｎｕｃｌｅａｒtesting；
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３１．Ｕｒｇｅｔｈｅｄｏｎｏｒｃｏｍｍｕｎｉｔｙｔｏｓｔｒｉｖｅｔofulfilltheagreedtargetof0.7

percentoftheirgrossnationalproductforoverallofficialdevelopmｅｎｔａｓｓｉｓｔａｎｃｅ

ａｎｄｔｏｅａｒｍａｒｋ５０ｐｅｒｃｅｎｔｏｆｔｈｅｓｈａｒｅｏｆｔｈｉｓｆｏｒｗｏｍｅｎａludgender-related

activitiesasweIlasforpopulationactivities，ａｎｄｔｏｍｏｎｉｔｏｒｔｈｅｕｓｅｏｆｔｈｅｓｅ

ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ；

３２．Urgealsointeresteddevelopedanddevelopingcountrypartners，ｏｎａ

ｍｕｔｕａｌｂａｓｉｓ，toallocate，onaverage，２０percentofofficialdevelopmentasｓｉｓｔａｎｃｅ

ａｎｄ２０ｐｅｒｃｅｎｔｏｆｔｈｅｎａｔｉｏｎａｌｂｕｄｇｅｔｔｏｂａｓｉｃｓｏｃｉａｌｐｒｏｇｒａｍmes，especiallyby

reducingmilitaryexpenditures；

３３．ＵｒｇｅＧｏｖｅｒｎｍｅｎｔｓｌｏｍａｉｎｔａｉｎｏｒｉｎｃｒｅａｓｅｆｕｎｄｉｎｇｌｅｖｅｌｓｆｏｒｗｏｍｅｎａｎｄ

ｇender-reIatedprogrammes，especiallyｄｕｒｉｎｇｐｅｒｉｏｄｓｏｆｂｕｄｇｅｔｒｃｄｕｃｔｉｏｎsand

understructuraladjustmentandeconomicrecoveryprogrammes；

３４．Urgeinternationalfinancialinstｉｔｕｔｉｏｎｓｔｏｅｎｓｕｒｅｔｈａｔｓｔｒｕｃｔｕｒａｌ

adjustmentandeconomicrecoveryprogrammesaresensitiveandaddresstosocial

andgender-relatedissuesandneeds；

３５．Generatepublicsupportamongconstituentsforthemobilizationand

allocationofadequatedomesticresourcestosupportpoliciesandprogrammesthat

willadvancegenderequality，promotesocialdevelopmentandaddresspertinent

populationissueswithspecialattentiontoruralandperi-urba、communities．

WeherebycommitourselvestotransIateiuutopoliticalactiontherecommendations

setforthinthisDeclarationandtoensurethattheachieｖｅｍｅｎｔｓｏｆｔｈｅｌＣＰＤａｒｅ

ｒｅａｆｆｉｒｍｅｄｂothduringourparticipationattheFourthWorldConferenceon

Womenandinournationallegislatures．
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